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平成２５年第３回中頓別町議会定例会会議録 

 

〇議事日程（第１号） 

平成２５年９月２５日（水曜日） 午前 ９時３０分開会 

 

第 １ 会議録署名議員の指名                           

第 ２ 議会運営委員会報告                            

第 ３ 会期の決定                                

第 ４ 諸般の報告                                

第 ５ 行政報告                                 

第 ６ 報告第 ５号 平成２４年度中頓別町健全化判断比率の報告について      

第 ７ 報告第 ６号 平成２４年度中頓別町資金不足比率の報告について       

第 ８ 同意第 １号 中頓別町教育委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

第 ９ 一般質問                                 

第１０ 議案第４６号 北海道後期高齢者医療広域連合規約の変更について       

第１１ 議案第４７号 平成２５年度中頓別町一般会計補正予算            

第１２ 議案第４８号 平成２５年度中頓別町国民健康保険事業特別会計補正予算    

第１３ 議案第４９号 平成２５年度中頓別町水道事業特別会計補正予算        

第１４ 議案第５０号 平成２５年度中頓別町介護保険事業特別会計補正予算      

第１５ 認定第 １号 平成２４年度中頓別町一般会計歳入歳出決算認定について    

第１６ 認定第 ２号 平成２４年度中頓別町自動車学校事業特別会計歳入歳出決算認定 

           について                          

第１７ 認定第 ３号 平成２４年度中頓別町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認 

           定について                         

第１８ 認定第 ４号 平成２４年度中頓別町国民健康保険病院事業会計歳入歳出決算認 

           定について                         

第１９ 認定第 ５号 平成２４年度中頓別町水道事業特別会計歳入歳出決算認定につい 

           て                             

第２０ 認定第 ６号 平成２４年度中頓別町下水道事業特別会計歳入歳出決算認定につ 

           いて                            

第２１ 認定第 ７号 平成２４年度中頓別町介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定に 

           ついて                           

第２２ 認定第 ８号 平成２４年度中頓別町後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算 

           認定について                        

 

〇出席議員（８名） 
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 １番 宮 崎 泰 宗 君    ２番 細 谷 久 雄 君 

 ３番 本 多 夕紀江 君    ４番 東海林 繁 幸 君 

 ５番 星 川 三喜男 君    ６番 山 本 得 惠 君 

 ７番 柳 澤 雅 宏 君    ８番 村 山 義 明 君 

 

〇欠席議員（０名） 

 

〇地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した者の職氏名 

     町      長   野 邑 智 雄 君 

     教 育 長   米 屋 彰 一 君 

     総 務 課 長   和 田 行 雄 君 

     総 務 課 主 幹   藤 井 富 子 君 
 
     ま ち づ く り             
                遠 藤 義 一 君 
     推 進 課 長             
     産 業 建 設 課 長   中 原 直 樹 君 

     産業建設課技術長   山 内   功 君 

     農 業 委 員 会 会 長   角 川 拓 雄 君 

     産 業 建 設 課 主 幹   平 中 敏 志 君 

     保 健 福 祉 課 長   小 林 生 吉 君 

     保 健 福 祉 課 参 事   吉 田 智 一 君 

     教 育 次 長   青 木   彰 君 

     会 計 管 理 者   小 林 嘉 仁 君 

     国 保 病 院 事 務 長   柴 田   弘 君 

     自 動 車 学 校 長   大 川 勝 弘 君 

     こ ど も 館 次 長   遠 藤 美代子 君 

     代 表 監 査 委 員   三 浦 義 一 君 

 

〇職務のため出席した事務局職員 

     議 会 事 務 局 長   高 井 秀 一 君 

     議 会 事 務 局 書 記   田 辺 めぐみ 君 
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    ◎開会の宣告 

〇議長（村山義明君） 定足数に達しておりますので、ただいまから平成２５年第３回中

頓別町議会定例会を開会します。 

（午前 ９時３０分） 

 

    ◎開議の宣告 

〇議長（村山義明君） 直ちに本日の会議を開きます。 

 

    ◎会議録署名議員の指名 

〇議長（村山義明君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第１２５条の規定により、６番、山本さん、７番、柳澤さ

んを指名します。 

 

    ◎議会運営委員会報告 

〇議長（村山義明君） 日程第２、議会運営委員会報告を行います。 

 議会運営委員会委員長の報告を求めます。 

 東海林さん。 

〇議会運営委員長（東海林繁幸君） おはようございます。議会運営委員会の報告をいた

します。 

 平成２５年第３回中頓別町議会定例会の運営に関し、９月９日、９月１２日、議会運営

委員会を開催いたしました。その内容を報告いたします。 

 １、会期について、本定例会の会期は本日９月２５日から９月２７日までの３日間とい

たします。なお、会議に付された事件が全て終了した場合は、会議規則第７条の規定によ

り会期中に閉会いたします。 

 ２、本日の議事日程については、日程第１号のとおりであります。 

 ３、一般質問について、通告期限内に通告したのは６議員であり、質問事項の重複は見

られませんでした。 

 ４、町長提出議案の取り扱いについて、全て本会議で審議いたします。 

 ５、決算審査について、議長発議により全議員で構成する決算審査特別委員会を設置し、

平成２４年度中頓別町各会計決算に係る認定第１号から認定第８号を付託して、会期中に

審査を行います。なお、その際、地方自治法第９８条第１項の規定により検閲、検査権限

を同委員会に委任、付与いたします。 

 ６、閉会中の郵送による陳情４件、要請１件について、全議員に写しを配付し、発議希

望者を募る取り扱いといたしましたが、発議者はなく、議長預かりとしました。 

 ７、本日の会議の冒頭から一般質問終了時まで、役場町民ホール及び町民センターロビ

ーに設置されたテレビに配信する。本会議終了から予定されている決算審査特別委員会も
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同様といたします。 

 以上で議会運営委員会報告を終わります。 

〇議長（村山義明君） これにて議会運営委員会報告は終了しました。 

 

    ◎会期の決定 

〇議長（村山義明君） 日程第３、会期の決定の件を議題とします。 

 お諮りします。本定例会の会期は、議会運営委員会報告のとおり、本日９月２５日から

９月２７日までの３日間にしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（村山義明君） ご異議なしと認めます。 

 よって、本定例会の会期は本日９月２５日から９月２７日までの３日間とすることに決

しました。 

 

    ◎諸般の報告 

〇議長（村山義明君） 日程第４、諸般の報告を行います。 

 議長一般報告、監査委員の例月出納検査報告、町長からの第７期中頓別町総合計画実施

計画状況報告書（平成２４年度事業分）につきましては、お手元に印刷配付のとおりです

ので、ごらんの上、ご了承願います。 

 南宗谷消防組合議会報告は、組合議員からいたさせます。 

 細谷さん。 

〇２番（細谷久雄君） おはようございます。 

 平成２５年９月２５日、中頓別町議会議長、村山義明様。 

 南宗谷消防組合議員、山本得惠、南宗谷消防組合議員、細谷久雄。 

 南宗谷消防組合議会報告。 

 このたび南宗谷消防組合議会が招集されたので、その結果を次のとおり報告いたします。 

 記、１、会議名、平成２５年度第１回南宗谷消防組合議会臨時会。 

 ２、日時、平成２５年７月２日（会期１日）午前１０時３０分開議。 

 ３、場所、南宗谷消防組合消防庁舎コミュニティ消防センター（枝幸町）。 

 ４、出席議員、山本議員、細谷議員。 

 ５、会議結果、議事日程のとおり進行し、承認第１号 専決処分の承認を求めることに

ついて（北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の変更について）、承認第２号 専

決処分の承認を求めることについて（北海道市町村総合事務組合規約の変更について）、

いずれも原案どおり可決された。 

 また、議案第４号 公有財産の取得について（多目的災害出動車購入）、議案第５号 

公有財産の取得について（水槽付消防ポンプ自動車購入）についても、原案どおり可決さ

れた。 
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 議案第６号 平成２５年度南宗谷消防組合会計補正予算については、歳入歳出予算の総

額に歳入歳出それぞれ２９９万７，０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出そ

れぞれ８億４，６５８万円とし、原案どおり可決された。 

 以上でございます。 

〇議長（村山義明君） 所管事務調査報告は、いきいきふるさと常任委員会委員長からい

たさせます。 

 星川さん。 

〇いきいきふるさと常任委員長（星川三喜男君） おはようございます。それでは、常任

委員会報告をいたします。 

 平成２５年９月２５日、中頓別町議会議長、村山義明様。 

 いきいきふるさと常任委員会委員長、星川三喜男。 

 所管事務調査報告書。 

 本委員会は、所管事務調査を実施したので、その結果を次のとおり報告します。 

 記、１、調査事項、（１）、総合計画登載の公共工事、その中で①、町道１０丁目線交

付金事業、②、森林管理道弥生線開設事業、③、林業専用道松音知２号線整備事業、④、

歯科診療所増改修工事、（２）、戸籍事務の電算化について、（３）、平成２４年度中頓

別町教育委員会の活動状況に関する点検・評価報告書について、（４）、教育関連施設の

整備方針について。 

 ２、調査の方法、現地調査、それと事務調査でございます。 

 ３、調査の期間、平成２５年９月１７日。 

 ４、場所、現地、それと議場です。 

 ５、調査の結果、本委員会は、９月１７日、所管事務調査として上記４項目について調

査を行った結果、次のとおり意見の集約をみた。 

 【意見】 

 （１）、総合計画登載の公共工事についてでございます。その中での①、町道１０丁目

線交付金事業について、市街地の道路整備にも係わらず片側のみの歩道整備となっている

ことに疑問を抱かざるを得ない。交通安全対策上も両側歩道とするべきであり、早急に整

備方針を検討すべきである。それと、④といたしまして、それは歯科診療所の件でござい

ます。④、歯科診療所増改修工事についてでございますが、その中でスロープは整備され

たが、入り口階段の段差が高すぎることから、障がい者、高齢者に配慮された整備となっ

ていない。併せて、建物前の駐車場、歩道の舗装も老朽化が著しく、建物と一体の整備を

行い、利用者の利便性を確保するべきである。 

 以上で報告といたします。 

〇議長（村山義明君） 諸般の報告は以上ですが、何か質疑はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（村山義明君） 質疑なしと認めます。 



 - 6 - 

 これで諸般の報告は終了しました。 

 

    ◎行政報告 

〇議長（村山義明君） 日程第５、行政報告を行います。 

 本件については、町長から報告の申し出がありますので、これを許します。 

 野邑町長。 

〇町長（野邑智雄君） おはようございます。第３回定例会を招集いたしましたところ、

議員の皆さん方におかれましては大変お忙しい中全員の出席をいただきましたことにお礼

を申し上げたいと思いますし、また定例会におきましては農業委員会の会長さん、そうし

て代表監査委員の皆さんに大変ご多忙の中ご出席をいただきましたことにもあわせてお礼

を申し上げたいと思います。 

 それでは、私から３点について行政報告をさせていただきます。 

 １点目は、戸籍電算化システム構築委託事業についてであります。中頓別町、豊富町及

び浜頓別町における戸籍電算化共同利用は、三町長の協議により、「電子情報処理組織に

よる戸籍事務の委託に関する規約」を６月２１日に定め、事実上スタートいたしました。

６月２８日には、３町戸籍担当者で構成するプロポーザル審査委員会を開き、提案業者３

社の中から、株式会社エイチ・アイ・ディ（札幌市）を第１優先交渉事業者として、その

後３町合同での価格交渉の結果、本町における事業費は債務負担行為の限度額３，７２５

万６，０００円を約４６０万円下回る３，２６２万８，０００円（税込）となったことか

ら、同社を委託先に決定いたしました。 

 事業費のうち、データセットアップ費においては、当初想定額２，０８５万８，０００

円から６２４万２，０００円減の１，４６１万６，０００円となり、機器及びソフトウエ

ア導入費でも、当初想定額２，８２０万８，０００円から１，０１９万６，０００円減の

１，８０１万２，０００円（税込）となったことをご報告いたします。なお、事業費の中

には、債務負担行為の中では積算されていなかった住基システムとの連携、民刑システム

の導入につきましても他の２町に足並みを揃える形で含まれております。 

 事業費の確定に伴い、８月１日、３町一斉にデータセットアップ契約を締結し、再委託

先の富士ゼロックスシステムサービス株式会社が既に紙戸籍の電子化作業（現戸籍・附表

のマイクロフィルム化）に着手（９月７日～８日）しております。 

 事務の委託方式による本町の行財政効果は、機器及びソフトウエア導入費で当初想定額

８，４４６万７，０００円から３，０６２万２，０００円減の５，３８４万５，０００円

（税込）となり、向こう５年間のランニングコストを含めた額でも単独事業に比べ約３，

３００万円程度が削減できる見通しであります。 

 また、消費税率が平成２６年度から８％に引き上げられた場合、現行税率５％の適用に

比べ約１５４万円の価格差が生じることから、受託町（浜頓別町）において機器及びソフ

トウエアの導入契約を９月中に結ぶ方針であることを申し添えます。 
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 ２点目でありますけれども、平成２５年度普通交付税の決定についてであります。本町

財政の歳入面に大きな割合を占める普通交付税について、この度、国の算定基準が示され

たことに伴い算定した結果、２２億７，０９６万円（前年度２３億８，５２０万３，００

０円）となりましたので、ご報告いたします。なお、交付額は、前年度交付決定額との比

較で１億１，４２４万３，０００円（前年度比△４．８％）の減額となりました。減額の

主な要因は、基準財政需要額算定経費の中で、平成２３年度に創設された「地方経済・雇

用対策費」などが減少したことによるものでございます。 

 次に、３点目でありますけれども、農業経営第三者継承事業の取り組み状況についてで

あります。平成２４年度に北海道農業担い手育成センターから紹介を受けていた新規就農

希望者が本年８月より松音知地区の経営委譲希望農家において酪農研修を開始いたしまし

たので、ご報告いたします。研修生は酪農実習経験も豊富な２７歳で、家族構成は配偶者

と子ども２名の４名であり、７月に静岡県から転入し、松音知地区の旧教員住宅で生活を

初めております。なお、就農時期は平成２６年、来年の８月頃を予定しております。 

 以上３点について行政報告をさせていただきまして、その他につきましては印刷物でご

承知おきをいただきたいと思います。 

〇議長（村山義明君） 引き続き、米屋教育長から教育行政報告の申し出がありますので、

これを許します。 

 米屋教育長。 

〇教育長（米屋彰一君） おはようございます。今回石井教育委員長が法務のため出席で

きないので、お伝えいたします。 

 それでは、教育行政報告を申し上げます。八木祐四郎記念碑の除幕式及び祝賀会につい

て、八木祐四郎氏の１３回忌に（９月９日）に合わせて、前日の８日に八木祐四郎記念碑

の除幕式及び祝賀会が開催され、町長と私（教育長）が出席してまいりました。記念碑は

高さ２．５メートル、幅１．２メートルの石碑で、正面のプレートには八木祐四郎氏が晩

年よく語っていたという「絆に支えられて歩んだわが人生 感謝以外の言葉 何ものもな

し」という言葉や本人の顔写真、功績などが刻まれており、ＪＲ旭川駅近くの北彩都地区

にある宮前公園内に設置されましたことを報告いたします。 

〇議長（村山義明君） ただいまの行政報告について、何か質疑はございませんか。 

 宮崎さん。 

〇１番（宮崎泰宗君） 戸籍の電算化についてなのですけれども、民刑システムというの

は先日の常任委員会でご説明いただいたどの部分に当たって、具体的にどういった仕組み

なのかご説明いただけたらと思います。 

〇議長（村山義明君） 和田総務課長。 

〇総務課長（和田行雄君） おはようございます。前回の常任委員会でちょっと説明不足

があったようで、大変申しわけなく思います。民刑システムにつきましては、わかりやす

く言いますと主な部分というのは犯歴でありまして、もっとわかりやすく言うと前科とい
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うことになりますけれども、該当する前科記録を戸籍のほうに、これが検察庁あるいは裁

判所のほうから通知が来るものですから、該当されるものはそこに記載をされると、犯歴

台帳に記載をされるということでありまして、これが民刑でいいますと刑の部分かと思い

ます。あと、民の部分については、今話題になっている成年後見人、昔でいうと禁治産、

準禁治産者の登録、それから破産について、これらの記録を民刑事項通知といいますけれ

ども、これが先ほど申し上げたとおり裁判所や検察庁、家裁のほうから来るものですから、

それを登録しておくということでありまして、刑によりましては当然公民権停止等があり

ますので、公職選挙法に基づく通知を選挙管理委員会のほうにしなければなりません。そ

ういった通知のシステムを含めて、一切を含めまして民刑システムというふうに呼んでい

るということでございます。よろしくお願いします。 

〇議長（村山義明君） 柳澤さん。 

〇７番（柳澤雅宏君） ８月の２１日から２４日で市町村長これからの基礎自治体特別セ

ミナーということが行われて、町長が出席されたのだと思うのですけれども、今ちょうど

国のほうでは道州制が取り沙汰されて、自民党案なるものが出て話題となって、町村会、

それから町村議長会あたりはこれに反対の意向を示しているのですけれども、そこで一番

問題なのは基礎自治体の規模、それが３０万人以上とも今のところ話として出ているわけ

で、３０万人ぐらいでないと基礎自治体とは認めないと、だから強制合併せざるを得なく

なるのでないかということが反対の趣旨らしいのですけれども、基礎自治体の規模につい

てこのときにお話として出ているのかどうか、出ていたらお聞かせいただきたいというふ

うに思います。 

〇議長（村山義明君） 野邑町長。 

〇町長（野邑智雄君） ２１日から２４日までの市町村長これからの基礎自治体特別セミ

ナーについては、道州制の問題等々の研修ではないのです。今現在基礎自治体と言われて

いる小規模町村のこれからのまちづくりについて、いろんな大学の先生だとか、それから

民間の成功した人を講師として招いて、町村長に勉強してもらおうと、そういう研修会な

のです。ですから、基本的に我々が聞いてきたのは、今社会資本整備等々が一段落して、

これからそういう施設が老朽化してきたときに小規模自治体という町村については大変な

財政負担が来ると、そういうような基本的な考え方を知って勉強しなさいと、こういうこ

とでありまして、道州制、今柳澤議員が言われましたように一般的によく言われている道

州制の基礎自治体は、今自民党が考えているのは約３０万人ぐらいと、こういうことであ

りますけれども、それの話ではないということです。特にこれからの基礎自治体の運営に

ついては、近隣町村と広域事業をうんとやるべきだと、そうして一つの町村で全部完結す

るのではなく、近隣町村と力を合わせて物事を進めていくというような、そういう本当の

今現在ある基礎自治体のこれからの進め方等々について勉強してきたと、こういうことで

ご理解をいただければと思います。 

〇議長（村山義明君） ほかにございませんか。 
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（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（村山義明君） ないようですので、質疑なしと認めます。 

 これで行政報告は終了しました。 

 

    ◎報告第５号 

〇議長（村山義明君） 日程第６、報告第５号 平成２４年度中頓別町健全化判断比率の

報告を行います。 

 提出者から内容の説明を求めます。 

 野邑町長。 

〇町長（野邑智雄君） 報告第５号 平成２４年度中頓別町健全化判断比率の報告につい

て、総務課長に内容の説明をいたさせます。 

〇議長（村山義明君） 和田総務課長。 

〇総務課長（和田行雄君） それでは、報告第５号 平成２４年度中頓別町健全化判断比

率の報告について説明させていただきます。 

 地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項の規定により、平成２４年度中

頓別町健全化判断比率を監査委員の意見をつけて報告する。 

 実質赤字比率、それから連結実質赤字比率及び将来負担比率につきましては、実質収支

が黒字のため算出されておりません。それから、実質公債費比率につきましては１５．８

ということで、前年度は１８．７％でありましたが、早期健全化基準の２５％を下回った

ということでございます。監査委員の是正改善事項のとおり、今後とも公債費負担適正化

計画等に基づき公債費比率の逓減に努め、より一層の健全化を図りたいと存じます。 

 以上をもちまして報告第５号とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

〇議長（村山義明君） 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（村山義明君） 質疑なしと認め、質疑を終結し、本件は報告済みといたします。 

 

    ◎報告第６号 

〇議長（村山義明君） 日程第７、報告第６号 平成２４年度中頓別町資金不足比率の報

告を行います。 

 提出者から内容の説明を求めます。 

 野邑町長。 

〇町長（野邑智雄君） 報告第６号 平成２４年度中頓別町資金不足比率の報告について、

総務課長に内容の説明をいたさせます。 

〇議長（村山義明君） 和田総務課長。 

〇総務課長（和田行雄君） それでは、報告第６号 平成２４年度中頓別町資金不足比率

の報告についてご説明申し上げます。 
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 地方公共団体の財政の健全化に関する法律第２２条第１項の規定により、平成２４年度

中頓別町資金不足比率を監査委員の意見をつけて報告いたします。 

 特別会計の名称、国民健康保険病院事業、水道事業、下水道事業、ともに資金不足比率

はございませんでした。 

 以上で報告とさせていただきます。 

〇議長（村山義明君） 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（村山義明君） 質疑なしと認め、質疑を終結し、本件は報告済みといたします。 

 

    ◎同意第１号 

〇議長（村山義明君） 日程第８、同意第１号 中頓別町教育委員会委員の任命につき同

意を求める件を議題とします。 

 提出者の説明を求めます。 

 野邑町長。 

〇町長（野邑智雄君） 同意第１号 中頓別町教育委員会委員の任命につき同意を求める

ことについて。 

 下記の者を中頓別町教育委員会の委員に任命したいから、地方教育行政の組織及び運営

に関する法律第４条第１項の規定によって、議会の同意を求める。 

 記、氏名、木内彰、４６歳であります。 

 木内彰さんは、平成２１年１１月から教育委員として活躍され、本年１０月末日で任期

満了を迎えるところですが、この４年間、保護者という立場で本町の教育行政の振興や教

育水準の維持向上を図るためにご努力をいただいてきましたので、引き続き保護者の立場

を通して教育委員として本町の教育行政の発展のためにご尽力を賜りたいと考え、ご提案

を申し上げますので、満場一致での同意をいただきますようにお願いを申し上げたいと思

います。 

 以上、提案理由とさせていただきます。 

〇議長（村山義明君） 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（村山義明君） 質疑なしと認め、これより討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（村山義明君） 討論なしと認め、これより同意第１号について採決します。 

 この採決は、起立によって行います。 

 同意第１号は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

〇議長（村山義明君） 起立多数です。 

 よって、同意第１号 中頓別町教育委員会委員の任命につき同意を求める件は同意する
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ことに決定しました。 

 

    ◎一般質問 

〇議長（村山義明君） 日程第９、一般質問を行います。 

 本定例会では６名の議員から一般質問の通告がありました。 

 順番に発言を許します。 

 受け付け番号１、議席番号２番、細谷さん。 

〇２番（細谷久雄君） 皆さん、おはようございます。受け付け番号１番、議席番号２番、

細谷でございます。それでは、議長のお許しをいただきましたので、通告に従い、順に町

政一般について質問させていただきます。私からは、きょうは２点ほど質問させていただ

きます。 

 １点目の質問は、少子化対策の一環として男女の出会いの場をという質問事項につきま

してお伺いをいたします。私の周りでも独身の方がいますが、職場によっては機会がなか

ったり、時間のずれによりなかなか出会いのチャンスがないという話をよく聞きます。ま

た、国立社会保障・人口問題研究所の人口統計資料集２００９年によると、生涯未婚率は

男性が１５．９６％、女性が７．２５％で、男性は１０年前の調査と比べ約７ポイントも

上昇しています。今後晩婚化や未婚化の増加により、この数値がさらに高くなることが予

想されます。これは、現在日本が抱えている少子高齢化の直接的な原因にもなると考えら

れる。私は、今後地方自治体が結婚の意欲はあっても出会いの機会が少ない男女に対して

結婚のきっかけづくりを行うとともに、地域全体で結婚を応援する機運を高めるための何

らかの対応を考えていかなければいけない状況に来ていると思う。そこで、未婚率の状況

を踏まえて、男女の出会いの場の確保について町長の考えを伺う。 

〇議長（村山義明君） 野邑町長。 

〇町長（野邑智雄君） 細谷議員の少子化対策の一環として男女の出会いの場をという質

問につきまして、私からお答えをいたします。 

 未婚率に関しましては、当町において正式な調査をしたことはありませんが、男女の出

会いの場の確保に関しましては第７期総合計画、経済振興・雇用創出プロジェクトにおい

ても議論され、最重点課題に位置づけられたところでありますが、プロジェクト会議では、

まずは町内の若者が業種を超えて交流する異業種間交流によって相互理解を深めていくよ

うな取り組みから始めてはどうかと、このような意見が出されておりました。以前は、当

町においても若者の出会いの場として町内における各種青年サークルや団体の存在があり

ましたが、ここ２０年ぐらいはそうした団体がない状況となっております。このようなこ

とから、農業関係の４Ｈクラブや、または商工会青年部等の団体に声をかけて率直な意見

を聞きながら、最適な方法を模索をしてまいりたい、このように考えているところでござ

います。 

〇議長（村山義明君） 細谷さん。 
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〇２番（細谷久雄君） それでは、ただいまのご答弁を伺いまして再質問させていただき

ます。 

 まず、政府は、ことし６月２５日の閣議で平成２５年度版少子化社会対策白書を決定し

ました。白書によると、平成２３年の日本人の平均初婚年齢は男性が３０．７歳、女性が

２９．０歳、昭和５５年度は男性２７．８歳、女性２５．２歳で、約３０年間で男性が２．

９歳、女性が３．８歳初婚年齢が高くなっております。さらに進んでいるのが男女の未婚

化であります。今では３０代前半の未婚者は男性が４３％、女性が２７％にもなっており、

未婚者年齢の上昇は年々顕著になると予想されます。また、その調査によりますと、結婚

に当たっての出会いのきっかけが職場や仕事の関係が最も多く３分の１、続いて友人、兄

弟、姉妹を通じてが約３割、学校でが１割となっております。したがって、日常的な場で

の出会いが圧倒的に多い状況です。戦前は約７割が見合い結婚でした。それが今では見合

い結婚は７％だそうです。ちなみに、余談でございますが、離婚率は恋愛結婚より見合い

結婚のほうが断然少ないそうです。そのような調査結果を見ますと、晩婚化と未婚化の上

昇は、やはり日常的な出会いの場がつくれない男女に出会いの場をつくってくれる人がい

なくなった、こういうことではないかと私は思います。そこで、中頓別町において、なぜ

今まで急速な少子化社会という現状を前にして未婚率に関して調査を行ってこなかったの

か伺いたい。また、私も現在５５歳、２４歳で職場内で出会い、結婚し、娘が２人と孫が

いますが、私は一番大事なことは、人が生まれ、育てられ、そして結婚して子を産み、子

供を育てて、そして世代をつないでいくということが社会存続のために、人類存続のため

に実は大変大事なことだということをやっぱりきちっと学校教育でも教え込むことも大事

なことではないかと考えますが、教育長はどのように考えておられるのか伺います。 

〇議長（村山義明君） 町長。 

〇町長（野邑智雄君） まず、前段の未婚率の調査をなぜ今までしていないのかというお

話でございますけれども、大変難しい問題がこれには絡んでいると私は思います。特に結

婚の適齢期の方々が基本的に結婚しようという積極性があるのか、ないのか。私も、今ま

で本町の基幹産業である酪農後継者の方々が農業委員会、または宗谷管内の農業委員会を

通じた中でパートナーの対策というのにずっと取り組んできておりますけれども、本町の

酪農家の方々の意向が積極性にちょっと欠けるのでなかろうかと、そういう認識をしてお

ります。私も昔産業を担当していた当時は、先ほどお話があったとおり世話好きな人がい

まして、その人が課長、一緒に行って頼んでこようと言って、音威子府村へ行ったりやっ

てきましたけれども、その後いろいろと農村花嫁対策だとかグリーンパートナーシップ協

議会だとかと名前を変えながら、都市女性に中頓別町に来ていただいて酪農家の青年との

交流をぜひしていただきたいということで募集をすると、なかなか積極的に出てきてくれ

ないと、こういうような状況が長く続いているようであります。ことしも管内の農村パー

トナー対策として、旭川市のほうで、１１月ぐらいだと思いますけれども、宗谷の青年と

旭川市に一緒に行って旭川市の女性と交流をするということも計画されておりますし、ま
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た中頓別町の農業委員会等々でも町内の酪農家の青年等々に農村花嫁の一つの対策として

パートナー対策に取り組むと、こういうようなことを予定をしておりますけれども、私か

らもぜひ、積極的な対応を本人がしなければこういう問題はなかなか解決できないだろう

と、このように思います。そういう意味で、先ほど申し上げたとおり、農業の若い人たち、

または商工会の若い人たち等のお話を聞きながら、町としていい方法が模索できれば、ぜ

ひそういう取り組みもしてまいりたいと、こういうことでご理解をいただければなと、こ

のように考えております。 

〇議長（村山義明君） 米屋教育長。 

〇教育長（米屋彰一君） 学校教育としてどう考えるかということでございますけれども、

今日の社会情勢、それから社会の仕組みから見ても大変複雑であります。そんな中で、ど

うするのかとはっきりは言えませんけれども、確かに学校教育の中でもそういった部分を

指導できる部分があれば指導していきたい。また、あわせて社会教育、確かに当町におい

ては成人教育等々まだおくれている部分もあるので、そういった部分も見直していければ

いいのかなと、そのように考えております。 

〇議長（村山義明君） 細谷さん。 

〇２番（細谷久雄君） それでは、再々質問させていただきます。 

 今非常に広がってきているのが、いわゆる街コンという男女の出会いの場であります。

これは、何も過疎地だとか、あるいは田舎、後継者を必要とするところ、そういうところ

に限らず、若い、あるいは結婚を希望する男女が出会いをしながら、そして知り合うとい

う、こういう街コンというものが広がってきています。この街コンの発祥は宇都宮市の宮

コンが先駆けと言われておりまして、地域の活性化の面から広がったという点があります。

今の若い人たちは非正規労働者が多くなってきて、学校を卒業してもなかなか結婚できな

い。就職できなければ結婚資金もたまらないし、結婚もできない。こういうように非常に

閉塞感が漂ってきている中でもう少し、２人で力を合わせれば何とか生きていけると、こ

ういう前向きな姿勢にとらわれるような取り組みも必要ではないでしょうか。中頓別町の

町でも商店街のシャッターがおりたとか、なかなかにぎわいが取り戻せないという中で、

商店街の空き店舗や飲食店などを使った街コンという男女の出会いの場の提供により、結

婚を希望する男女が知り合う一つのきっかけになるということと同時に、若者たちの町政

参加、そして中頓別町で安心して住み続けられる、子育てできるまちづくり、さらには中

頓別町の人口をふやしていく一つの施策にもなると私は思いますが、町長はこの街コンと

いう取り組みについてどう考えますか。 

〇議長（村山義明君） 野邑町長。 

〇町長（野邑智雄君） いろんな方策がそれぞれ市町村でとり行われていることは、私も

テレビ等で拝見をしております。大きなところになれば、婚活事業として飲食店を回りな

がら、それぞれ知り合いでない人たちが同じテーブルで座ってお話をしながら飲食店を回

って歩くだとか、そういう取り組みをしているところもありますし、今お話ししたような
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街コン的なものもやっていると。しかしながら、私は一番はやっぱり本人が結婚しようと

いう積極性があるのか、ないのかと、そこに一番の理由があるのでなかろうかなと思いま

す。私も先ほど話したとおりいろんな状況を確認しておりますけれども、それぞれの考え

方があって、それぞれの思惑があって、またこういう不特定多数のところに出ていくとい

うことに難色を示す人も私はいるのでないかなと思います。そういう意味で、本町の基幹

産業や、またはこれから商店の後継者になるような人たちがどういう考えを持っているか、

まずそれを聞いた中で、町としてどういう取り組みをするのが一番いいのかと、そういう

ことを判断していきたいと、先ほど申し上げたとおりでありますから、そういう面で中頓

別町は中頓別町らしい取り組みが必要かなと、こういうことでご理解をいただければなと

思います。 

〇議長（村山義明君） 細谷さん。 

〇２番（細谷久雄君） それでは、再々質問は終わりましたので、最後にお手元に配った

平成２５年の９月１１日水曜日付北海道新聞社の記事を見てほしいのですが、２０１３年

度版厚生労働白書の報告です。婚活は支援が必要と書かれており、白書では若者の結婚や

出産、子育て、仕事に関する意識を初めて取り上げた。研究所の調査で、未婚者のうち、

いずれ結婚しようと考えている人が９割近くに上ったことから、若者の結婚願望は決して

低くないと分析した。一方で、異性の友人も交際相手もいないと答えた人が未婚男性の約

６割、未婚女性の約５割だった点を踏まえて、結婚は本人の努力や気持ちの変化のみに期

待するのではなく、周囲の支援も必要と強調、自治体による婚活イベント開催などが重要

だと訴えたと。私は、街コンという男女の出会いの場の提供により、経済の活性化のみな

らず、未婚率の引き下げ、少子化の解決にもつながるとも考えられるため、ぜひとも中頓

別町でも早急に取り組んでいただきたいイベント活動だと思いますので、今後のご検討を

町長、よろしくお願いいたします。 

 それでは、１点目の質問は終わりまして、２点目の質問に移りたいと思います。２点目

の質問は、災害時の水対策についてという質問事項についてお伺いをいたします。一昨年

の３月１１日発生の東日本大震災で被災地の多くが全域で断水となり、２週間くらいその

状態が続いたとのことである。さらに、今回の災害では水道管が破裂するなどして、公共

建築物、いわゆる弱者のための避難施設である小学校、中学校、介護施設、そして病院な

どへの給水も非常におくれ、小さいお子さんを持つ親御さんや高齢者の皆様からお叱りや

怒りの声が数多くあったそうで、言うまでもなく人間は水なくしては生きられません。そ

こで、災害時断水になった場合の水の供給について町としてどのような体制がとられてい

るのか伺う。 

〇議長（村山義明君） 野邑町長。 

〇町長（野邑智雄君） 災害時の水対策について、中原産業建設課長より答弁をいたさせ

ます。 

〇議長（村山義明君） 中原産業建設課長。 
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〇産業建設課長（中原直樹君） ご答弁申し上げます。 

 災害等によって断水になった場合は、中頓別町地域防災計画及び中頓別町水道事故等に

おける対応マニュアルに基づき対応することとなります。水道施設の部分被害等による小

中規模な断水の場合は、町で保管しているポリタンク１００個や消防ポンプ車による応急

給水を行います。災害による大規模な断水が発生した場合は、災害対策本部を設置して、

南宗谷３町水道事業災害時相互応援に関する協定に基づき、応援給水作業、応急復旧作業、

応急復旧資材の供出等の要請を行い、対応することになります。上記で対応できない規模

の災害による断水の場合は、自衛隊に災害派遣要請を行い、給水作業や復旧作業等の支援

をいただくとともに、災害時における北海道及び市町村相互の応援に関する協定に基づき、

道や他市町村に対して支援を要請することになります。 

〇議長（村山義明君） 細谷さん。 

〇２番（細谷久雄君） それでは、ただいまのご答弁を伺いまして、再質問させていただ

きます。 

 近年は、全国各地において地震、台風、ゲリラ豪雨、洪水、竜巻など大規模な自然災害

が発生しております。幸いこれまで中頓別町においては大規模災害には見舞われておりま

せん。しかし、災害はいつ起こるかわかりません。一般的に大規模災害が発生した場合に

町も被災し、公助による支援や復旧、復興対策は発生から最低３日間程度の時間を要する

と言われております。このような状況下において、中頓別町で一般住宅、公共施設等を含

め１日に使われている水の量はどれぐらいで、大規模な断水になったときに町民の不安を

解決するために断水の正確な情報をどのように早く正確に町民に知らせるか、また宗谷３

町村水道事業災害相互応援に関する協定に基づき、どのような形で中頓別町の必要とする

水の量を応急給水するのか伺います。 

〇議長（村山義明君） 中原産業建設課長。 

〇産業建設課長（中原直樹君） １日の一般住宅等で使用される給水量の正確な数字につ

いては、後ほど調べてお知らせをさせていただければというふうに思います。 

 それで、大きな被災があった場合に、本町だけで全てを対応するということは甚だ難し

いものですから、その上で議員も言われております南宗谷３町における水道事業災害時相

互応援に関する協定というようなものを結んで、それぞれ災害等が起こった場合に被災町

から他の町に要請をするという形になっております。それとあわせて、給水タンク車等の

要請については、南宗谷消防組合においても全道的に消防組合のほうでもそういう応援に

関する協定を結んでおりまして、そういった場合については消防組合を通して消防の給水

車等々を他町から支援をいただくというようなことも含めて行っていく形になりますし、

給水だけではなくて、復旧資材等々の支援についても他町から支援をいただくと、そうい

うような内容になっております。 

 それと、先ほどの１日当たりの水道の使用数ですけれども、約１，７００トンというこ

とでございます。 
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〇議長（村山義明君） 細谷さん。 

〇２番（細谷久雄君） 私が聞いたのが２点ぐらい来ているのですけれども、まず断水に

なったときに町民にどうやって連絡するのかということと、もう一点、これは再質問なの

ですけれども、断水に必要なものは飲料水の確保とともにトイレの確保であります。仮に

食料が手に入らなくても、安全な水さえあれば人間は１週間程度生きられます。医学的に

いったらもっと生きられるかもしれない。しかし、人間の排便は、地面に流すとか掘って

埋めるわけにはいきません。断水になれば、一般家庭のトイレについても水がなければ使

用できないと思われます。そこで伺いますが、断水時に水がなくなって一般家庭のトイレ

が使用できない場合の対応についてどのように考えているのかとさっきの町民に伝える方

法、これをお伺いいたします。 

〇議長（村山義明君） 中原産業建設課長。 

〇産業建設課長（中原直樹君） まず、町民に対してどのようにお知らせをするのかとい

うことでございますけれども、断水の場合は広報車で町内を回ってお知らせする場合と、

街頭放送がございますので、そういったものを使いながらお知らせをする形になります。 

 それと、トイレの関係でありますけれども、確かに断水等すれば、今は水洗化になって

いる住宅等々がほとんどでございますので、トイレも使えなくなるということになります

が、そういったことのために、給水車だけでなくて、例えば開発建設部だとか稚内建設管

理部、旧土現ですね、そういったところでも、こういう被災市町村だとか断水しているた

めに給水が必要だとか、そういった町村に対して散水車だとかそういったものの貸し付け

も行っておりますので、あわせて先ほど言いましたように北海道相互の応援に関する協定

に基づいて、それに足りない分、供給に足りない分については他の町村から給水車等々の

不足する分については支援していただくと、あわせて、１回目の答弁でお話をしましたけ

れども、災害派遣法に基づいて自衛隊の支援を得ると、そういった対応になってこようか

というふうに思います。 

〇議長（村山義明君） 細谷さん。 

〇２番（細谷久雄君） それでは、再々質問も終わったので、質問はできませんけれども、

先ほど述べましたが、自然災害はいつ起こるかわかりません。私は、町民に災害時に備え

た飲料水や生活用水の備蓄等を広報紙を活用して町として積極的な啓発に取り組み、町民

の防災に関する意識の醸成を今後図ってほしいと思います。 

 以上で私の一般質問を全て終わります。 

〇議長（村山義明君） これにて細谷さんの一般質問は終了しました。 

 ここで議場の時計で１０時３５分まで休憩いたします。 

 

休憩 午前１０時２６分 

再開 午前１０時３５分 
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〇議長（村山義明君） 引き続き一般質問を続けます。 

 受け付け番号２番、議席番号４番、東海林さん。 

〇４番（東海林繁幸君） ４番、東海林です。私は、大きく３点ほど質問いたしますが、

余りぶっきらぼうな質問で失礼いたしましたが、このとおりなのです。 

 まず、民間アパート助成制度についてですが、これは町長の英断で民間アパートに助成

をしようという、そういう制度をつくり、当初予算で予算化もいたしました。議会として

もいいことだなということで予算議決されております件ですけれども、助成までに至る事

務スケジュールについて伺いたい。 

 以上のことであります。 

〇議長（村山義明君） 野邑町長。 

〇町長（野邑智雄君） 東海林議員の１点目の民間アパート助成制度について、中原産業

建設課長に答弁をいたさせます。 

〇議長（村山義明君） 中原産業建設課長。 

〇産業建設課長（中原直樹君） ご答弁いたします。 

 助成条例により民間アパートを建設される方（申請者）は、民間アパートの建築確認申

請確認済証交付後及び建設工事着手前に認定申請書に建物の図面、整備基準チェックリス

ト等必要書類を添付して町に提出します。町は、認定申請書受理後、条例に適合する対象

者及び賃貸住宅であるかを審査し、適合すると認められれば認定通知書を申請者に通知し

ます。申請者は、認定後に工事着手し、着手後７日以内に町に着手届を提出します。建物

が完成し、建築確認申請完了検査済証交付後に申請者は町に完成届を提出します。町は、

完成届受理後に完了検査を行い、申請書どおり建物が完成しているか検査をします。町の

完了検査合格後及び建物表題登記完了後に、申請者は補助金交付申請書に工事請負契約書、

またはこれに準ずる書類、建物表題登記事項証明書等必要書類を添付して町に提出します。

町は、補助金交付申請書受理後に建設工事費等申請内容を審査の上、補助金交付額を決定

し、申請者に補助金交付決定書を通知します。交付決定された方は、町に補助金交付請求

を行い、町は請求書受理後に補助金を支出することになります。 

〇議長（村山義明君） 東海林さん。 

〇４番（東海林繁幸君） そういたしますと、今の説明では今の状況は工事着手し、その

後の工事を進めている段階でありますね。ちょっとわからないのは、例えば議会の議員の

仲間でも、どんな間取りになるのかなとか、誰がどういう正式な名称で工事を申請してや

ろうとしているのかなとか、臆測では聞いているのだけれども、なかなかその辺がよくわ

からないところがありました。それで、例えば図面はどうなのとか、大分でき上がったけ

れども、見せてもらえるのとかと言っても、実は今までの答えは、まだこれが補助対象の

申請を受ける、受けないは書類が出てきていないから、わかりませんというような対応だ

ったと思うのです。これが不思議なのです。少なくとも確認申請承認証をもらって、着工

前に申請しなければだめだと言っていますよね。この事務手続上、この辺はどんなになっ
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ているのですか。期日的にいうと申請はいつあったのですか、着工はいつだったのですか。

大分着工は早かったのですけれども、着工した後の段階でのどういうことなのだろうとい

う議員の疑問にも実はまだ答えていません。というのは、一時は図面もありませんという

話を聞きましたし、だからその辺をちょっと説明してください。 

〇議長（村山義明君） 中原産業建設課長。 

〇産業建設課長（中原直樹君） 今現在認定申請をされて、それに対して町が認定をした

民間アパートについてですけれども、５月２７日付で現地確認申請書の提出がございまし

た。６月１２日付で確認済確認証の交付がございまして、６月２０日に認定申請書の提出、

６月２７日付で町から認定通知を出して、７月２日付で工事着手届の提出がございました。

認定申請書の添付書類の中に、建物の図面だとか整備基準チェックリストだとか、そうい

った添付書類がございます。それで、図面については、町が認定を承認した場合、それは

提示することは可能かというふうに思います。 

〇議長（村山義明君） 東海林さん。 

〇４番（東海林繁幸君） それでは、町側はどう思っているか知らないけれども、新しい

制度で町費をもって助成する事業ですよね、こういったものに対して議会チェックをどう

思っているのですか、議会議員としての、議会としてのチェック機能をどう出せと言って

いるのですか。予算認定したから、それでいいという話にはならないでしょう。こういっ

た制度を進める上においては新しい情報をどしどし提供しなければならない、そういう立

場に町はあるのではないでしょうか、私はそう思うのですけれども。私どもが要求しない

とそういったものが出てこないというのであれば要求しますし、その辺新しい事業をスム

ーズに行う。私どももいい事業だと思っているわけで、そういうためにも、どんないい民

間アパートが建つのかということも私どもは今からでも町民に知らせる必要もあるだろう

と思います。民間だから公にできない部分があると思うとしたら、それは間違いで、これ

は公費を支出するわけです。助成するわけですから、助成事業について議員に見せられな

いとか、そういう話にはならないと思います。この辺町長、どうなのですか、整理して、

いまだに何もないですよね、この辺を納得いく説明をしてください。 

〇議長（村山義明君） 野邑町長。 

〇町長（野邑智雄君） 東海林議員は職員経験者ですから、私どもと同等ぐらいにいろん

な情報、知識を知っていると思いますけれども、町が補助金を出せば監査委員がその事業

に対して監査をする権限を有する。当然であります。そういうことからすると、申請が上

がってきて、補助金を出せば当然監査委員の監査の対象事業になる。そういうことであり

ます。ただ、これは予算を組むときにいろんなものが決まっているわけでありませんから、

希望者がいれば、さっき担当課長が話したとおりの過程を踏んだ中でどのぐらいの補助金

が出せるのかと、こうなると思います。申請が上がってくれば、当然申請の上がってきた

関係書類を提示するということは、これはやぶさかでないと、このように思いますから、

これははっきり申し上げて予算計上したときに必ず全部がそろっているわけでありません。
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そういうことはあろうかと思いますけれども、今お話ししたとおり申請が上がってきて、

一つの過程を踏んだら、もうそれは図面等を当然提供して、こういう建物になりますよだ

とか、こういうことをお知らせすることはやぶさかでないと、こういう認識を持っており

ます。 

〇議長（村山義明君） 東海林さん。 

〇４番（東海林繁幸君） 再々質問は終わりましたけれども、あえてつけ加えております

が、みんな期待して見ている制度であり、事業でありますから、議員が興味を持つのは当

たり前の話で、そういった面での資料提供は忘れないようにしていただければと思います。 

 さて、２つ目に入ります。特別職報酬の見直しが必要ではないかということですが、あ

えて特別職と言っておりますが、ここは特別職等と入れていただいても構いません。私は

そっちのほうも見直す必要があるだろうと思っておりますので、そういった観点で、当町

は１７９市町村のうちのレベルからいうと下から５番目、言うなれば最低レベルの町長の

報酬になります。これではいろいろ町政運営について町長だけでなく全体の特別職等が士

気が上がらないということも考えられますので、特別職報酬等の審議会もあるわけですか

ら、見直しが必要と思うのですが、これはいかがでしょうか。 

〇議長（村山義明君） 野邑町長。 

〇町長（野邑智雄君） 特別職報酬の見直しが必要ではないかという質問につきまして、

私からお答えをいたします。 

 現行の特別職の報酬につきましては、町長が月額５４万５，０００円、副町長が５２万

５，０００円、教育長が４９万７，０００円となっております。全道１４４の町村中、町

村長の報酬が５０万円台なのはここに書いてあるとおりの町村でありまして、本町と５町

村しかなく、宗谷管内の中で最も低いことと認識をしているところであります。特別職の

報酬改定を報酬等審議会に諮問すべきかどうかは、今後の地方交付税の推移や本町の財政

状況を見きわめ、一般職給与とも均衡を図りながら慎重に判断をしてまいりたいと、この

ように考えているところでございます。 

〇議長（村山義明君） 東海林さん。 

〇４番（東海林繁幸君） 町長も当然知っておりまして、当町の町長の報酬がそういった

状況にある。５０万円台は５町村、あとは皆６０万台ですよね、６０万から７０万。私は、

人口が少ないからとか、人口が少ないといえば音威子府村が１，８００人ぐらいでも５７

万８，０００円、人口でないと思うのです。やっぱり町の財政が基本だとは思います。そ

こで、私が強く要望したいのは、町長が自分の給与を上げてほしいという意図を持って特

別職報酬等審議会に諮問するとかしないとかというのは、これは自分でやりにくいし、や

れないですよね。ですから、これはそれなりの周りの人々、きょうは農業委員会の会長さ

んや代表監査委員が来ておりますが、自分らの報酬も含めて考えてみたときに妥当なもの

かどうかというようなことも含めると、これは周りでスタンバイしてやる必要があると思

うのです。ですから、私はある意味で、一般質問で東海林という議員が審議会を開けと言
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っているよと、時期的に必要だろうと言っているよということで、ぜひ早急に開くべきで

ないかと思います。町長は、状況を見ながら、一般職給与との均衡も図りながらというこ

とですけれども、町長がそれなりの報酬に至ったときには当然一般職のいろんな職務条件

も変わりますでしょうから、それはそれで波及効果もあるいは後で出てくるだろうと思い

ます。ですから、私は現実的に財政は厳しい、まだ厳しいということはわかります。しか

し、実質公債費比率も町長の努力もあって２５に近いものを１５．８まで下げたという努

力もあるし、これからはまだそういったことも期待できると思います。ですから、ただ人

口が少なくなったということだけで報酬が決まるということは、決して人間を意欲的にす

るものではないと思うのです。積極的にまちづくりをするとしたら、そういった条件整備

もしてあげなければならないと思います。ここでもう一度申し上げます。私は強く特別職

等報酬審議会の開催を求めたいと思いますが、町長、私のこの意見をどう捉えていただけ

ましょうか。 

〇議長（村山義明君） 野邑町長。 

〇町長（野邑智雄君） 私の持論でありますけれども、私は４期目の使命は本町の財政基

盤を強化することだ、そして将来の財政運営に支障が出ないような状況をつくって次世代

に引き継ぎたいと、こういう自分の考えを申し上げてまいりました。そういう中で、行政

報告でも申し上げましたとおり、２４年から２５年にかけて１億１，４００万ほど交付税

が減りました。また、今の情報では、来年度は恐らく１億５，０００万以上の地方交付税

が減ります。これは、ことしが減った主な原因であります地域経済の活性化や雇用創出の

関係で、中頓別町はそれだけで１億２，０００万ぐらい減るという見込みを今情報を得て

いるところでありますし、また一方、国の基礎的財政収支、１４年度、１５年度、２カ年

間で約８兆円を減らそうと、こういうことを国のほうは考えております。そういうもろも

ろの情勢を考え合わせると、間違いなく地方交付税はことしよりも大幅に削減をされると

いう見通しがあるだろうと、私はこういう認識をしております。そういう中で、今早急に

開いて自分の報酬を上げると、そういう認識は私はなかなか持てない。ただ、もう一つは、

来年の交付税がどういう状況になるのかと、そういう中で特別職報酬等審議会を開くかど

うかという判断の一つの材料になるのかなと、こういうようなことで、本年度中に開くと

いう考えは現在持っていないと。しかしながら、今申し上げたとおり来年度中に、地方交

付税の推移を見ながら、町の財政状況を見ながら、どうすべきなのかという判断をしてま

いりたいと、こういうことでご理解をいただければなと思います。 

〇議長（村山義明君） 東海林さん。 

〇４番（東海林繁幸君） 町長の意図する財政の健全化、まだまだ財政体質を強くしなけ

ればならない、それが一つの町長の考え方であるということは、これは前から知っている

ことでして、それを感じながら質問したわけです。今のは再々質問ではありません。町長

は、ご自分の立場と財政状況を感じて、そういった形で自分の給料を上げるのはまずいだ

ろうというのは、これは当然わかりますよ、当人であれば。だけれども、町長のほかにも
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特別職報酬制度に基づく支給を受けている、副町長はいませんけれども、副町長並びに教

育長やその他の特別職の皆さんのことを考えると、なかなか町長一人で格好よく、私は安

くていいよというわけにはいかないのが私は本当だろうと思うのです。その辺も考慮して、

私としてはぜひ時期を見て特別職報酬等審議会を開催することを考えていただければと思

います。 

 次に移ります。３点目、町の観光施設の運営強化についてということで、これは簡単に

ピンネシリ温泉はどうですか、鍾乳洞はどうなるのですかというような言い方しかしてお

りませんが、私もいろいろ考えはありますけれども、町が今後この２つの施設をどうしよ

うとしているのかをまず伺いたいと思います。 

〇議長（村山義明君） 野邑町長。 

〇町長（野邑智雄君） ３点目の町の観光施設の運営強化について、遠藤まちづくり推進

課長に答弁をいたさせます。 

〇議長（村山義明君） 遠藤まちづくり推進課長。 

〇まちづくり推進課長（遠藤義一君） ご答弁申し上げます。 

 ピンネシリ温泉の運営は、中頓別観光開発株式会社に指定管理者として運営委託を行い、

運営管理に最大限の努力をいただいているところですが、ここ２年間は大変厳しい運営状

況にあります。町といたしましても、ピンネシリ温泉が町内唯一の保養施設であり、町内

外からの利用者がいることや十数名の職員が勤務していることなどの状況を踏まえ、今後

もできる限り長く施設運営をしていただけるよう、積極的な支援に努めてまいりたいとい

うふうに考えております。 

 鍾乳洞であります。中頓別鍾乳洞は、当町において観光の核となる観光資源であり、今

日まで洞窟内はもとより、散策路を初めとして周辺環境の整備を図る中で、来場者の方々

に気持ちよく豊かな自然環境を満喫していただけるよう努めてまいりました。指定管理者

である有限会社中頓別振興公社も日ごろから公園内の整備に最大限の努力をいただいてお

り、また昨年度より鍾乳洞ガイドを配置し、鍾乳洞の魅力を大いにアピールする取り組み

を行ってきたことにより、観光客より、公園内の整備が行き届いている、公園内が整備さ

れ、気持ちよかった、ガイドの丁寧な説明に感心したなどの意見が寄せられております。

多くの方に鍾乳洞を見ていただくことこそが鍾乳洞の魅力や中頓別町の自然環境の素晴ら

しさを理解していただくことにより町の観光振興につながるものと考え、今後も鍾乳洞内

の整備を有限会社中頓別振興公社と協議をしながら取り組んでまいりたいというふうに考

えているところであります。 

〇議長（村山義明君） 東海林さん。 

〇４番（東海林繁幸君） まず、ピンネシリ温泉のことなのですけれども、今後もできる

限り長く施設運営をしていただけるよう積極的な支援に努めるというのですけれども、長

く運営管理をしていただくために必要な事項というのはどういう点を押さえておりますか。

例えば建物が古くても、清掃管理、それから浴場なんかの場合でも照明が切れっ放しであ
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るとか、こんなに長くカランのお湯が出る必要があるのかとか、私どももいろいろ聞いて

います。そういうことは管理する町はわかっているのかどうか、課題というか、問題点を

どう把握しているのか、まずその辺を聞いてみたいと思うのです。それで、課題があると

すれば早目に解決する手だてを考慮しなければなりませんので、それをもって今後も長く

運営していただくというふうにつなげていきたいと思うのですが、町としてどんなお考え

でしょうか。 

 鍾乳洞につきましては、私ども議会としてもう５年くらい前から有料化についての考え

方を出していました。今のメンバー以外の前回のメンバーのときからの話し合いでしたけ

れども、ここまで整備したら、もう少し整備して有料化にすべきでないのかと、それはこ

こまでどのぐらいの投資がされているかということを考えると、これは相当な額だなと思

って、今ここではちょっと言えないところですけれども、しかし用地の買収から工事費を

ずっと積み重ねてくると七、八億ぐらいになるのかなと思うのです。そこまで手を入れた、

よくしたということは、将来的には、ここの場が町民の健康管理のためにはいいことは間

違いないのだけれども、観光施設としての値打ちがお金にかわってくるというような期待

もあってのことでないかと思うのですが、この辺今まで投資した金額とそのお考えを伺い

たいと思います。 

〇議長（村山義明君） 野邑町長。 

〇町長（野邑智雄君） ピンネシリ温泉の関係について私からお答えをいたします。社長

も兼ねていますので、私からお答えをいたしますけれども、施設につきましては６３年に

建設をして、もう２５年経過をいたしておりますし、また宿泊棟については平成２年だと

思いましたけれども、つくりました。しかしながら、今の時代に本当に宿泊室が時代に合

っているのかどうなのかと、バスもトイレもありません。そういう意味では、私どももバ

スやトイレぐらいは部屋につけられないかなと思っておりましたけれども、それをすると

したら新しく改築したほうがいいぐらいのお金がかかると、こういうことであります。そ

ういう意味では、宿泊料を高くしないようにしながら、多くの人に安い値段で泊まってい

ただくと、こういうようなことが必要かなと考えておりますけれども、しかしながら宿泊

数につきましては平成２３年、２４年度を比較すると７２％ぐらいの利用率しかなかった

と。また、入館者、温泉のほうの利用も２３年、２４年度の比較をすると８１．５％ぐら

いの利用者しかいないと、年々利用者の数が減ってきております。そういう中で、１つは

やはり委託料の８７０万円が妥当なのかどうなのかと、今この計算を担当のほうに指示を

してさせているところでありまして、特に１点目は委託料の大きな要因になるのが、最賃

がここ３年ほど１４円、１４円、ことしは１５円と上がってきております。それから、電

気料が来年の４月から約３０万ぐらい、ことしと比較をすると上がると、それから温泉を

沸かす暖房料の灯油代も値上がりをしております。そういう意味で、現在８７０万円、今

５年ぐらいですか、８７０万円で委託料がついておりますけれども、今お話ししたような

ことでの値上げ等、または賃金のアップ等々がありますから、どのぐらいの委託料にする
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ことによって指定管理者である中頓別観光株式会社が運営できるのかと、そういう模索も

しないとならないですし、浴場についても一時一部改修をしましたけれども、かなりまた

汚れている状況もあります。そういうものをある程度改修をしながら末永くあの施設が運

営できるようにしていきたいと、こういう判断を私のほうもしておりますので、恐らく１

２月ぐらいには本年度の委託料の見直しも含めてまた議会とも相談をさせていただきたい

と、このように考えているところでございます。 

〇議長（村山義明君） 遠藤まちづくり推進課長。 

〇まちづくり推進課長（遠藤義一君） 鍾乳洞の関係であります。 

 まず、１点目のこれまでに整備費はどのぐらい投資しているかということでありますが、

決算審査特別委員会にまちづくり推進課の決算資料を提出しておりまして、その中にも、

１５ページになりますけれども、施設整備状況という欄に平成１３年から１８年まで行わ

れました各種鍾乳洞エリアにおける整備費として総額約４億５，３００万ほどの数字を上

げさせていただいております。あわせまして、土地の取得費につきましては約６，０７０

万円ほどでありますので、合計しますと約５億２，０００万ほどになろうかなというふう

に思っております。 

 それから、２つ目の観光施設としての値打ちの部分でありますけれども、確かに東海林

議員がおっしゃられたとおり、この間議会のほうからも鍾乳洞に関する有料化の問題につ

いて問いかけがずっとありました。これに対して、町といたしましても鍾乳洞の利活用の

検討委員会等で議論をしてきた経過があります。その中でも多くは、そこの委員さんの中

からは鍾乳洞に関する有料化には大変慎重な意見が多いという実態もありますし、また鍾

乳洞を活用する上で環境の整備を十分行った上で考えるべきでないかという議会からの意

向もあります。この間鍾乳洞を利用していただいた方からの意見の中には、中頓別鍾乳洞

につきましては基本的に一般開放している第１洞について鍾乳石あるいは石筍などを直接

見ることができない状況でありまして、これに対してこれが鍾乳洞かというご意見もいた

だいております。つまり鍾乳洞の価値、評価ということについては非常に難しい面があり

ますので、この間も入場していただいた方から協力金という形で募金をいただいた経過が

ありまして、例えば平成２４年度では約１０万８，０００円ほどの募金をいただいており

ます。２３年度においては約９万６，０００円という状況、２２年度では８万８，０００

円ということで、ここ３年間、若干ではありますけれども、少しずつふえてきている状況

もあります。入場料を取るという形でいったときにどれだけの方に見ていただけるのか、

利用していただけるのか、また今のやり方が本当にこのままでいいのかという議論は当然

あろうかと思いますけれども、この利活用に関する、あるいは有料化に関する最終的な結

論を町で求められているということであれば、改めてその辺については検討していく必要

性はあろうかと思いますが、ただいずれにしても、今までの利活用検討委員会等での多く

の委員さん方からの意見としては有料化には慎重な意見が多いという実態もありますので、

その辺はご理解をいただければというふうに思います。 
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〇議長（村山義明君） 東海林さん。 

〇４番（東海林繁幸君） では、再々質問をいたします。 

 まず、ピンネシリ温泉がどんどん利用者が少なくなるという状況は人口減少のほうから

見てもわかるわけですが、しかし来ている方は、私は温泉が好きでいつも行くのですが、

浜頓別町、猿払村のほうからも来ていた。枝幸町からも来ていた人がいました。また、夏

場ですと旅行者が途中寄ってきたという、そういう人もよく話しかけられたりしました。

それなりに温泉質がいいねというお褒めの言葉も、私も風呂の中で何回も聞いています。

そういうような田舎なりのひなびた温泉をイメージする客には、やはりそれなりに好評な

受け方をされているようです。ですから、どういう路線をとるのか、例えばバス一つとっ

ても、何年前のものですか、町が投げたバスですよね、やっと走っているようなバス、温

泉地に遊びに行くという夢も希望もないのです。そういう形で、施設設備の改善も含めて

何かてこ入れをしていただければなと思いますし、委託料の問題はありますけれども、ま

だ努力不足のところも見受けられるなと私なりに思っているところもあるのです。社長が

いる前で言うのも気の毒なのですけれども、社長としても町長という大任を持っていなが

らの社長ですから、本来は望ましくないと思います。ある意味で１週間に１回や２回は行

けるような、専念できるような社長がいるべきだと思いますけれども、そういう体制の問

題も含めて、今後改良できるところはどう改良するのか、ちょっと伺いたいと思います。 

 それから、鍾乳洞ですけれども、５億ちょっとだというのですけれども、もう少しかか

っていると思うのです。基本的には道事業でやった散策路だってもちろん鍾乳洞に投下し

た資本ですし、これに土地取得の経費は入っていたのでしょうか。そういうことも含める

と相当な投資をしています。投資した理由が将来とも楽しい公園であっていいという考え

方でやったのか、将来は観光施設として経済的な活動を期待したのか、この辺今どうこう

という答え方は要らないですから、５年も６年も前に議会で持ち上げたことが全然結論が

出ないままここへたどってきているわけだから、もういいかげんにこれを真剣に討議して、

だめなものはだめ、やるものはここまでやってこうしようというような、そういう行政方

針を立てたほうがいいのではないかと思うのですが、いかがでしょうか。 

〇議長（村山義明君） 野邑町長。 

〇町長（野邑智雄君） まず、前段の質問でありますけれども、東海林議員もご承知かと

思いますけれども、今取締役である支配人が来月中に退職すると、こういうようなことで

ありまして、その後釜をやっていただける人も決まりました。そういう中で、今後新しい

支配人と十分協議をしながら、施設をどうやっていくのか、またはどういう運営をしてい

くのかという打ち合わせ、協議をしてまいりたいと思いますし、私はできれば来年度あた

り、今度支配人を引き受けてくれた人に社長等をやっていただいて、そうして責任を持っ

てピンネシリ温泉を運営してもらうと、これがやはり一番いい方法でないかなと。当然地

元の人でありますから、私は十分やっていただけるのでないかと、そういう認識を持って

おります。そういう意味も含めて、新しく支配人になられる方と十分協議をしながら、そ
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してピンネシリ温泉が末永く運営できるようにしてまいりたいということでご理解をいた

だければなと思います。 

 また、鍾乳洞の関係については、皆さん方もご承知のとおり中頓別鍾乳洞は中頓別町の

観光の核であります。そういう意味で、民地であった鍾乳洞を中頓別町の所有にするとい

う悲願を持ってやっておりまして、たまたま競売の関係だとかいろいろなものがあって町

の所有にいたしました。中頓別町の観光施設の核であるとともに、道北地域の観光の一つ

の目玉でもあるのでないかなと私は思います。そういう意味で、これから中頓別鍾乳洞を

どういう方向性に持っていくのか、１つはジオパークという話もありましたし、またはジ

オパークが難しいのであれば、ジオツーリズムの方向性をしっかりと足腰を鍛えて位置づ

けをしていくと、こういうようなことを含めて十分内部で検討させていくと、こういうこ

とでご理解をいただければなと思います。 

〇４番（東海林繁幸君） ありがとうございました。これで私の質問を終わります。 

〇議長（村山義明君） これにて東海林さんの一般質問は終了しました。 

 引き続き、受け付け番号３番、議席番号１番、宮崎さん。 

〇１番（宮崎泰宗君） 受け付け番号３番、議席番号１番、宮崎です。それでは、１つ目

の情報格差の解消について伺います。 

 市街地における光通信網の整備は、関係各位のご尽力により実現するところとなりまし

たが、それ以外の区域との情報格差が問題かと思います。情報伝達速度や情報量はやや劣

るとしても、スマートフォンやタブレットはこれにかわる端末として注目してよいと思い

ます。市街地以外の町民がこれらの端末を購入する場合、また端末を使用しているとした

ら、それによって活用できるノートパソコン等の購入費用の一部を補助し、情報格差の解

消に努めるべきと考えますが、いかがでしょうか。 

〇議長（村山義明君） 野邑町長。 

〇町長（野邑智雄君） 宮崎議員の情報格差の解消について、遠藤まちづくり推進課長に

答弁をいたさせます。 

〇議長（村山義明君） 遠藤まちづくり推進課長。 

〇まちづくり推進課長（遠藤義一君） ご答弁申し上げます。 

 今日の情報伝達方法は目まぐるしく進化し、光通信網の整備が図られていない地域にお

いては、確かにスマートフォンやタブレットは有効な手段であるというふうに思います。

光通信網の整備地域において光通信網を利用するには、当然初期費用として光通信を引き

込む費用とパソコンの購入費は最低限必要になるものと思います。光通信の引きこみ費用

は、使用条件にもよりますが、現在は利用拡大サービスにより実質負担がかからない状況

にあります。また、光通信網が整備されていないが、携帯電話の利用が可能な地域であれ

ば、ノートパソコンを接続して利用できるルーターを購入することにより光通信を利用す

るのと同様な情報伝達を得ることができ、このルーターも使用条件によりますが、実質負

担がかからない状況にあり、こうした点からしてノートパソコン等の購入費用への一部補
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助は必要ないものというふうに考えているところであります。 

〇議長（村山義明君） 宮崎さん。 

〇１番（宮崎泰宗君） 補助は必要ないとお考えになる理由として、光通信を利用するの

と同様な情報伝達を得ることができるとありますが、これは少し言い過ぎかなというふう

に思います。同様というのは、光通信と同じであるということになります。もし本当にそ

うであるなら、市街地においても光通信を導入しなくても他の自治体との情報格差は自然

に埋まっていたということになりますが、市街地だけでも光通信を導入していただいたと

いうことは、光通信があるのとないのとでは違いがあると認めていることになると思いま

す。その違いの大小というのは関係ないと思いますので、まず大前提である市街地と市街

地以外の格差があるのか、ないのかということに対してどのような認識をお持ちなのかと

いうことがまず１点。 

 そして、理由について２点目ですが、実質負担がかからないからというふうにあります。

ルーターについてお答えをいただいておりますが、スマホやタブレットにおいても今主流

となっている実質ゼロ円であるとか実質幾らということだと思います。これは、一括ゼロ

円とか一括幾らというものとは違いますので、その点正しく認識をされているのかなとい

うところが疑問です。実質というのは見た目のことで、そういう見方ができるという形で

すよね。これは本質というのとはまた違いますので、そして使用条件にもよるわけですか

ら、いろんな利用の形があると思いますので、一括購入の料金というのが存在すると認識

をするべきではないかということが２点目になります。 

 そして、３点目なのですけれども、ノートパソコンの購入については補助を必要としな

い理由では触れられていないのかなというふうに思うのですけれども、補助しないという

ふうになっています。ノートパソコンや通信会社以外のタブレットの購入というのは、基

本的に一括支払いの料金となります。実質ゼロ円というものもありますが、本町に存在し

ない電波の利用が条件としてある場合が多いと思います。金額的には１０万円ぐらいする

ものですから、例えば２分の１で５万円ぐらいの補助を考えて、４Ｇの通信を最大限生か

せる最新のものを使っていただくというのが格差を縮める対応となるのではないでしょう

かという、この３点についてお答えいただきたいと思います。 

〇議長（村山義明君） 遠藤まちづくり推進課長。 

〇まちづくり推進課長（遠藤義一君） まずは、１点目の光通信網が整備されているとこ

ろとされていないところに格差があるかどうかということに対してでありますけれども、

基本的にあるというふうに判断しております。ここに書きました部分は、同様のという言

い方は言い過ぎではないかということですが、前のＩＳＤＮからＡＤＳＬにかわって、そ

して今の光にという流れがあると思います。そこそこにも格差はいろいろあったと思いま

す。格差そのものは、私どもも認識としてはあるという認識はもちろん持っております。

そのための手法として、どういう手法で全町に光通信網あるいはそれに同等な設備をやる

かということが一番大きな問題だというふうに思います。今回の質問の中で一番町として
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考えていかなければならないのは、スマホあるいはタブレット、それからノートパソコン、

こういうものはあくまでも個人の財産の取得に対する対応というふうに考えるべきだとい

うふうに思います。情報格差を解消するに当たって、個人の財産の取得に対する補助では

なく、基盤整備をいかにするのかというのが町としての根本的な役割というふうに私とし

ては理解すべきではないかなというふうに考えていますので、２点目と３点目の考え方に

かかわるわけですけれども、タブレットにしてもスマホにしてもノートパソコンにしても、

購入費そのものに関しては基本的に個人財産の取得に対する町の助成ということが、これ

は今回この問題ではなくほかの部分にも影響する問題でありますので、その辺は慎重に対

応せざるを得ない項目だというふうに理解をしておりますので、ご理解をいただければと

いうふうに思います。 

〇議長（村山義明君） 宮崎さん。 

〇１番（宮崎泰宗君） 今お答えいただいたように個人の財産ということも確かにあるか

とは思うのですけれども、実際現行の条例等でも個人の財産と言えるような補助は存在し

ているというふうに私は思いますので、もう少しご検討いただけたらということで、まず

１点目の情報伝達についてなのですけれども、光通信と４Ｇという携帯の電波の違いは、

まず有線か無線かということになると思います。お答えいただいたように、屋内に引き込

まれた有線をもとにする光通信と最初から基本的には無線の４Ｇでは安定性に差があると

いうふうに思います。自宅や職場では光通信、外では４Ｇという市街地と、これも先ほど

お答えいただきましたけれども、屋内の有線が光でもなければＡＤＳＬでもない、ＩＳＤ

Ｎまたは衛星無線ということで市街地に匹敵するのは４Ｇという無線の選択しかない市街

地以外の地域の間には、やはり明らかな差があるというふうにはお答えをいただいたと思

うのですけれども、そういう中で市街地で光通信が実現する今だからこそ、これは１世代

どころか２世代後方に置かれてしまう地域に対して今できることを考えるべきではないか

ということが再度の１点目になります。 

 これも今お答えいただいた再質問の２点目、３点目の各端末についてなのですけれども、

これはそれぞれにお伺いしているのは、所有している端末に違いがあるのではということ

で、もし補助ということを検討されるなら、例えば最新のノートパソコンを持っていて４

Ｇのルーターやテザリング、またはアクセスポイント機能でルーター化するスマホやタブ

レットが必要ですという人にパソコン限定の補助だとしたら、これは余り意味のないこと

で、２点目の実質負担というのとつながるわけなのですけれども、２４カ月分割等の実質

負担が軽減される契約でも各社は端末代を負担できるということになっていますから、端

末代と利用料をはっきりと分けて考える時代でももうないのかなというふうに思いますの

で、情報格差を少しでも解消するためにはどの端末を必要としても１０万円以上の負担が

存在すると考えるべきではないかということが２点目になります。 

 そして、最後なのですけれども、これも先ほどお話がありましたけれども、本町市街地

以外の地域において光通信の実現というのは、利用者数であったり財政負担を考えると現
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状では難しいのかなという前提でお伺いをしているわけなのですけれども、もし現時点で

いつぐらいまでには実現するというような見込みがあるなら、それを待つというのも一つ

の対応になるのではということで、この３点について再度お答え願いたいと思います。 

〇議長（村山義明君） 遠藤まちづくり推進課長。 

〇まちづくり推進課長（遠藤義一君） まず、１点目の今できることを当面やるべきでな

いかということでありますけれども、先ほども申しましたとおり、基本的に個人財産への

補助ということと、それから公共的な社会基盤としての整備というところに関して、どっ

ちを重視して行政としてやらなければならないのかということを考えたときには、私とし

ては基本的には公共的な社会基盤整備を重視してやるべきとなれば、３点目にもちょっと

かかわってくるわけですけれども、今あるいろんな手法は携帯電話の電波を利用した形で

の先ほどちょっと出ていました衛星を使った取り組みだとかということは往々にして必要

というか、そういう方法もあるわけですけれども、ここにも基本的には町としての負担が

どの程度かかってきて、それを利用する人がどの程度負担をしていかなければならないの

かと、いろんな要素はあると思います。これについては、もう少し時間をいただいて内容

を整理させていただきたいというふうには思います。 

 それと、端末に関しては端末と使用料を分けるべきではないというお話でありますけれ

ども、実際に考えていただければ、例えば光通信網が整備されている市街地で新たにイン

ターネットをやろうとすると、まず引き込むための費用がかかって、それにつなぐための

パソコンを購入しなければならないと。これをタブレット端末を利用する市街地でやろう

としたときに、そこは携帯電話がつながるという前提がありますけれども、つながるとい

うことを前提とすれば、当然タブレットを買う費用がかかって、それに対する利用料は当

然のごとくかかるわけで、これは市街地で光通信網を使おうがタブレットを使って市街地

でやろうが、これは同じレベルのことでありますので、それを分けて対応するということ

が本当にいいのかというふうに考えると、私はそうではないのではないかなというふうに

思いますので、その辺を踏まえていただいて、改めてこの情報の格差をいかに狭めるのか

ということに関しては、町としてもできることについては今後もＮＴＴさんに対しても市

街地以外への要請活動をやるだとか、あるいは衛星通信をやるためにどういう手法をもっ

て対応しなければならないか、そういうことは十分検討させてまいりながら処理をさせて

いただきたいというふうに思っておりますので、当面やれることはということはそういう

ことを主にやらせていただいて、個人財産への助成ということは原則としては考えていか

ないというふうに考えているところであります。 

 もう一点、その中で光通信網を市街地以外の地域にいつごろまでに見込めるのかという

ことでありますが、これはＮＴＴさんとの話の中でも、非常にハードルは高い状況である

ことは間違いありません。そういうことを考えていけば、今の段階でいつということはち

ょっと明示はできませんので、これも地域の方々の協力を得てやっとここまできたことで

ありますので、改めてその辺に対して町ができる範疇の中で要請活動等はやりながら、一
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日でも早く市街地全域に光通信網が整備されるような取り組みは今後もしていく必要はあ

るというふうに認識はしております。 

〇議長（村山義明君） 宮崎さん。 

〇１番（宮崎泰宗君） 今お答えいただいたように、やはり全町で光が実現するというこ

とが一番だと思うのですけれども、現状はまだ難しいままであるということで、ぜひいま

一度市街地以外の地域で生活をしている方々の需要を把握してから、これからとるべき対

応というのをご判断いただけたらというふうに思います。 

 それでは、２つ目のマイナンバー法への対応について伺います。マイナンバー法により

行政サービスが変わるということですが、現段階でどこまで想定できているのか。住民基

本台帳カードも需要が極端に少ないと聞いておりますが、小規模自治体の町民にとって利

点はあるのでしょうか。 

〇議長（村山義明君） 野邑町長。 

〇町長（野邑智雄君） ２点目のマイナンバー法への対応について、和田総務課長に答弁

をいたさせます。 

〇議長（村山義明君） 和田総務課長。 

〇総務課長（和田行雄君） ご答弁を申し上げます。 

 まず、国民にマイナンバーが、付番と呼ぶそうですけれども、つけられて、本人確認の

基盤が整えば、平成２７年１０月から番号カードの交付が始まるというふうに聞いており

ます。交付が始まりましたら、確定申告書にマイナンバーの記載が義務づけされるという

ことで、まず税分野において納税者の所得情報が的確に把握されることに役立つというふ

うに言われております。将来の利用範囲といたしましては、これは条例によるというとこ

ろだと思いますが、年金分野、福祉、医療分野、災害時の罹災証明書や被災者台帳を作成

する際の利用なども想定されており、各種申請時の添付書類、代表的なものでいえば所得

証明ということになるのでしょうか、等の削減で書類審査の事務が効率化されるというこ

とから、自治体事務のワンストップ化が進み、政策の質の向上が図られるというふうに言

われております。なお、詳しい内容につきましては、今後政省令がこの後出るということ

でありますから、それらが公布されてから明らかになっていくのかなというふうに思いま

す。 

 現行の住基カードにつきましては、これにも本人確認機能はございますが、今までの利

用頻度でいいますと、制度が１５年度に始まって、本町においてはこれまで２８枚が発行

されたということで、ここには書かれておりませんが、うち２枚は失効しているというこ

とでありまして、住民が余りその点では利点を感じなかったのかなというふうに受けとめ

ております。 

〇議長（村山義明君） 宮崎さん。 

〇１番（宮崎泰宗君） まだ国から詳細は示されていないとのことですが、住基カードも

利用頻度が低い割には導入経費や人件費がかかったというふうに聞いております。本町の
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ような高齢化率の高い町で果たしてマイナンバーの利用があるかどうか、疑問を感じると

ころですが、導入に当たっての予算化、担当ポジションというのはどのように考えておら

れますか。 

〇議長（村山義明君） 和田総務課長。 

〇総務課長（和田行雄君） ちょっと詳細がわからないということで、何とも申し上げら

れないところがあるのですけれども、先ほど申し上げたとおり、まずは今のところは税分

野の利用から始まると言われております。あるいは、その前に並行的に、既存の住基のシ

ステムがございますけれども、その改修に、これには利用の前に来年度から取り組む必要

が出てくるのではないかなというふうに今のところ思っております。どこが担当するかと

いうことは今のところ決まっておりませんで、今のところ総務のほうで連絡調整をやって

おりますけれども、国のほうからは番号制度というのは先ほど申し上げたとおり各業務、

広い業務に関係するということもございまして、庁内全体を統括する課を持つべきではな

いかなというふうに通知をされておりまして、当然今後課の問題、課の新設等も含めてど

うすべきかというのが大きな検討課題かなというふうに考えております。 

〇議長（村山義明君） 宮崎さん。 

〇１番（宮崎泰宗君） 既存の住基システムの改修、税分野の利用というところから始ま

るということで、導入に当たっては住基カード以上に相当な人的負担も伴うことになりそ

うな感じがするのですけれども、現行の体制で問題はないのか、気になるところです。行

政報告でもありました戸籍の電算化、税の分野においても決算ではここ数年滞納分がふえ

て、徴収率が下がってきているのではというふうにも感じます。従来の戸籍業務や賦課徴

収に影響はないのかというのが心配されるところだと思いますので、その点いかがでしょ

うか。 

〇議長（村山義明君） 和田総務課長。 

〇総務課長（和田行雄君） マイナンバーにつきましては、国の政策といいますか、全国

一斉に導入されるものですから、これについてはやむを得ないのかなというふうに思って

おります。ただ、今ご指摘があったとおり、いわば今住民グループのほうでやっておりま

す本業のほうはやはり職務の専門性が高い、あるいは今回異動等もあったりして、税の分

野あるいは戸籍のほうでは職員が大変な思いをしておりまして、さまざまな面でぎりぎり

な状態が続いていくのかなというふうに認識はしております。マイナンバーの導入準備以

前に、今申し上げたとおり、まず来年以降の税の賦課等に影響が出ないか、私としては非

常に心配するところもありまして、その先の今言われた徴収率の問題も考えますと、非常

に負担が重いのかなというふうに感じております。なかなか税法だけでは解決しないとい

うか、マイナンバーを考えますと、ＩＴの知識というのでしょうか、そういうのもこれか

らは求められる。非常に厄介なことかなというふうに考えております。 

〇議長（村山義明君） 宮崎さん。 

〇１番（宮崎泰宗君） 今お答えいただいたように、マイナンバーの交付というのは決ま
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っていることですが、大きな負担になりかねないということですので、それを少しでも軽

減できるような体制を整えて取り組んでいただきたいというふうに思います。 

 私の一般質問は以上です。 

〇議長（村山義明君） これにて宮崎さんの一般質問は終了しました。 

 引き続き、受け付け番号４番、議席番号３番、本多さん。 

〇３番（本多夕紀江君） 受け付け番号４番、本多でございます。２点について質問をし

たいと思います。 

 まず、１点目ですけれども、路線バス無料乗車券の対象拡大をということで質問したい

と思います。現在７５歳以上の町民が対象となっている路線バス無料乗車券は有効に使わ

れているのか、利用実態をどのように把握していらっしゃるのでしょうか。高齢者にはタ

クシー利用券もあり、通院の足も今は全町的に確保されているが、それ以外の町民は、役

場や買い物等の用事を足す、ピンネシリ温泉に行く、町で行われるイベントや会議に参加

する、入院中の家族を見舞うなど、車がないとほとんど不可能です。年齢にかかわりなく

バスを利用したい町民に無料乗車券を交付すべきではないでしょうか。 

〇議長（村山義明君） 野邑町長。 

〇町長（野邑智雄君） 本多議員の路線バス無料乗車券の対象拡大をの質問につきまして、

小林保健福祉課長に答弁をいたさせます。 

〇議長（村山義明君） 小林保健福祉課長。 

〇保健福祉課長（小林生吉君） 路線バス無料乗車券の利用実態については、数年ごとに

調査が行われており、直近では平成２３年度に乗車券交付者全員を対象とする調査を行っ

ています。回答があった２３７名のうち、月１回以上の利用が確認できたのは１６名でし

た。交通費については自己負担が基本であり、利用したい町民全てに無料乗車券を交付す

るということではなく、高齢者や障害者等、負担が困難な場合や路線の維持等、政策的に

利用促進が必要な場合などに限り、公費助成を行うべきものと考えています。 

〇議長（村山義明君） 本多さん。 

〇３番（本多夕紀江君） 交通費は自己負担が基本ということですけれども、役所も学校

も保育所も社会教育施設も市街地にしかないのです。催し物も市街地で開かれるものがほ

とんどです。一昔前とはそういう点で状況が大きく変わっているのではないかと思います。

ピンネシリ温泉の送迎バスも今あるのですけれども、小頓別、上頓別方面には行っていな

いようです。先ほどピンネシリ温泉の経営のことについてお話がありました。入館者数が

年々減ってきているということですけれども、元気な方が無料乗車券でもあれば、バス乗

り場に近い人、沿線道路に近い人に限られると思うのですけれども、ピンネシリ温泉にも

しかしたら、送迎バスもあるけれども、送迎バスのない日でも家の近くから乗れるのであ

れば毎日のように行くかもしれません。ピンネシリ温泉の運営にも影響することですし、

そういう町としての応援も必要ではないでしょうか。路線の維持等、政策的に利用促進が

必要な場合に公費助成を行うべきということでしたけれども、利用促進は今までも、それ
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から今でも、これからも、いつだって必要なのではないでしょうか。市街地から遠いとこ

ろに住んでいるために不便、不利益をこうむると、そういうことを思えば、情報格差のお

話も先ほど出ていましたけれども、バス代を高齢者でない方々にもせめて半額補助くらい

のことを考えてもいいのではないでしょうか。日常生活上の最低限の用事を足せればいい、

病院の送り迎えがあるから十分だろうということではないと思うのです。車のない人、車

に乗れない人がいかに社会参加の機会をふやせるか、そういうところもぜひ工夫していた

だきたいと思いますが、いかがでしょうか。 

〇議長（村山義明君） 小林保健福祉課長。 

〇保健福祉課長（小林生吉君） 地域に生活されている方たちの生活交通に関して少しで

も利便性を高めたいという気持ちについては、基本的に同じ認識に立っているというふう

に思っています。地域交通の問題につきましては、路線バスの無料乗車券だけではなくて、

先ほどお話にありました温泉の送迎であったり、あるいは国保病院の送迎であったり、タ

クシーのチケットの配付等の施策を総合的に考えていくべきものというふうな認識を持っ

ております。今ご意見のあった助成が適当かどうかということについては、現段階で考え

方は先ほど申し上げたとおりでありますけれども、まちづくり推進課のほうでも路線バス

の見直しに関連した地域交通のアンケート調査もやっておりまして、この結果なども今後

の地域交通を考えていく大きな資料として、検討材料として今後判断されていくものとい

うふうに考えております。その中で福祉的な要素、利用者の負担というようなこともアン

ケートの中でどのように浮かび上がってくるかというところも十分勘案した上で、ご指摘

の問題について今後検討させていただければというふうに思います。 

〇議長（村山義明君） 本多さん。 

〇３番（本多夕紀江君） 地域交通に関してのアンケートをとっているということですけ

れども、アンケートはつい最近配られて、それがどういう結果になるのかわかりませんけ

れども、そのアンケートの結果を勘案して、これは町単独でやるわけではないと思うので、

それから地域交通はどうあるべきか、どうしたらいいか、さまざまなことを検討していっ

たらどんなに便利なものができるかわからないのですが、それが実施されるまでに、来月

や来年の話ではないと思うのです。それまでの間も町民の人たちは現にここに住んで生活

しているわけですから、そのすばらしい制度ができるまでの間をどうするか、そこのとこ

ろはやはり町として考えてやっていくべきではないかと思って、また質問をします。 

 今タクシー券の話が出たのですが、タクシー券は現在７０歳以上の人に支給されている

わけです。よく聞かれるのは、７５歳になってからバスの無料券をもらっても、バス乗り

場まで歩いていく、おりてからまた用事を足す場所まで歩くとなると、これは体力的にと

ても無理があって利用できないという、そういう声を聞きます。だから、この券があって

よかったとかという声は今は聞かれないです。元気なうちはバス路線に近い人はバスを利

用する、７０歳になったら戸口から戸口までのタクシーも利用できるという形が自然では

ないかと思うのです。タクシーの券が７０歳以上でバスの利用券は体力も気力も要る、そ
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れなのに７５歳にならないと無料券をもらえないというのもちょっとおかしいというか、

反対ではないかと思うのです。そういうことで、バスの無料券の交付の対象年齢はタクシ

ーの７０歳よりは下げるべきではないでしょうか。全町民と言ったら、それは無理だとい

う話でしたので、せめて６０歳とか５０歳にできないものでしょうか。対象年齢を多少下

げても、それから思い切って必要だという全町民に配ったところで、バスがどの便も満員

になるほど利用されるとは到底思えないのです。ですから、たとえ何人かの町民でも、そ

れから人数は少なくても、この制度が、この券があってよかった、これがあるから本当に

助かると思ってもらえなければ制度としての存在意義がないと思うのですけれども、いか

がお考えでしょうか。 

〇議長（村山義明君） 小林保健福祉課長。 

〇保健福祉課長（小林生吉君） バスの無料乗車券の事業につきましては、平成元年に天

北線の廃止に伴ってバス路線を運行して間もなくのころから制度としてあって、当時は７

０歳以上ということでありましたけれども、平成１５年、１０年前に７５歳に引き上げら

れてきたという経緯があります。それと、ここ数年の新規の発行状況なのですけれども、

平成２１年までは２０名くらい申請者が、要するに７５歳に到達された方が申し込まれる

というのがそれぐらいあったのですけれども、ここ４年くらいの間は３名とか６名とかと

いうような新規発行でありまして、大変ニーズが低い制度と言ってもいいのかなというふ

うに思います。先ほど申し上げましたように、発行者の中で月１回以上の方が１６名しか

いなかったと、２３年度の調査でありますけれども、そういう利用状況にもあるというこ

とであります。おっしゃったように、年齢が高ければ戸口からというようなニーズが高く

て、停留所までの移動が難しいというようなご指摘もあるかとは思いますけれども、正直

今の段階で７５歳を下回る方たちの中でこの無料乗車券の対象になっていないことで乗れ

ない、乗らないとか、そういったような声を十分に把握できておりません。そういったこ

とも含めて地域の中のニーズを踏まえた検討が必要というふうに考えますので、議員がお

っしゃるようなスピード感のある対応というのはなかなか困難なところがありますけれど

も、先ほど申し上げましたように地域交通全体の中で検証を踏まえて検討していくという

ことでご理解をいただければというふうに思います。 

〇議長（村山義明君） 本多さん、今の点について何か言うことがあれば、それは構いま

せんけれども、次の質問に入らないでください。昼食のために休憩をとりますので。 

〇３番（本多夕紀江君） お昼の時間ということで、私の１問目の質問はこれで終わりた

いと思います。 

〇議長（村山義明君） それでは、一般質問の途中でありますけれども、昼食のため１時

まで休憩といたします。 

 

休憩 午前１１時５４分 

再開 午後 １時００分 
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〇議長（村山義明君） 休憩前に戻り会議を開きます。 

 引き続き本多さんの一般質問を続けます。 

 本多さん。 

〇３番（本多夕紀江君） では、質問の２つ目について一般質問を行いたいと思います。 

 公共施設老朽化への対策はということです。インフラの老朽化が言われていますけれど

も、当町の道路、橋、水道ほか公共施設の現状はどうなっているでしょうか。特に水道に

ついては、総合計画の中に一部地域の配水管の老朽化、浄水場、ポンプ場の機器類が耐用

年数に近いとの記述があり、心配です。第７期総合計画の前期の最重点課題の中には、中

頓別中学校の耐震化以外盛り込まれていません。公共施設整備等基金は、平成２４年度末

で５億円に達したようです。以前町長は５億円から１０億円を積み立てたいとおっしゃっ

ていましたが、第７期総合計画の中でこの基金をどのように活用して公共施設を整備して

いくのか伺います。 

〇議長（村山義明君） 野邑町長。 

〇町長（野邑智雄君） 私からお答えをいたします。 

 主な公共施設の現状では、町民体育館が昭和４１年建設、中頓別中学校の校舎が昭和４

３年建設、除雪センターが昭和４７年建設、自動車学校が昭和５０年建設、火葬場が昭和

５１年建設、町民センターが昭和５２年、５３年の２カ年で建設をしております。水道施

設については昭和５３年から５６年の３カ年で建設をしておりまして、建設からそれぞれ

３０年以上経過しているのが現状であります。当町は、過去に国の三位一体改革による地

方交付税の大幅な削減や借金の返済に充てる公債費の増加、行政の肥大化による義務的経

費の増加等によって大変厳しい財政状況を経験したことにより、二度と同じ財政状況に至

らないようにするため、町民や関係者のご協力をいただき、行財政改革に積極的に取り組

み、かつ公共施設整備基金を設立し、将来に備えた積み立てをしているところでございま

す。第７期総合計画の前期計画の中で、現在のところ公共施設の改築計画はありませんけ

れども、さきに申し上げたとおり、公共施設の中には築後３０年以上経過した施設も多い

ことから、基金の活用時期は近いものと思いますし、また活用の方法は基本的には地方交

付税で財源付与が発生しない町債の借り入れを中止し、基金を充当することを考えている

ところでございます。 

〇議長（村山義明君） 本多さん。 

〇３番（本多夕紀江君） 答弁がありましたけれども、水道施設の現状についてもう少し

伺いたいと思います。総合計画では、水道の長寿命化計画の策定が２０１６年となってい

ます。２０１６年にその計画を策定するということになりますと、実際の改修、整備が始

まる、でき上がるのは今から５年後くらいになるのではないかと思うのですけれども、今

回の補正予算にも水道の補修関係の補正予算が出されております。一部地域の配水管が老

朽化しているということですけれども、果たして長寿命化計画が実施されるまでもつので
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しょうか、心配ないのでしょうか。それと、一部地域というのはどのあたりのことなので

しょうか、市街地も東西南北いろいろありますけれども、自分の住んでいる地域が果たし

て老朽化しているのかどうかわからないのですけれども、一部地域、特にこのあたりが老

朽化しているというのを教えていただきたいと思います。水道施設というのは、先ほどの

細谷議員の質問にもありましたけれども、水は一日も欠かすことのできないものだと思う

のです。ほかのもので間に合わせるということもできないと思うのです。ここのように冬

になって寒くなる、雪が多い、寒い、そういう冬期間であったり、例えば水道管が破裂し

たとか老朽化して使えないとかという、そういう状況が冬期間であったり、それから酪農

家であったりしたら、そういうときの断水に対応できるのでしょうか。水道のことについ

て。 

 もう一つは、基金のことですけれども、基金をいかに有効に使うかということについて

は、どんな基金でもいつでも最大限の努力をされていると思うのですけれども、活用時期

は近いということですので、伺います。公共施設はたくさんありますけれども、将来にわ

たって維持していく施設、または廃止を考えている施設、検討されているでしょうか。今

ある公共施設、社会教育施設とかたくさんありますけれども、全部が全部は必要ではない

ような気がするのです。その検討の状況を伺います。 

 それと、公共施設の中で築４７年、間もなく５０年になるという町民体育館、それから

高齢者の人たちにそれこそここにあってよかったと喜ばれている自動車学校、自動車学校

はもちろんバリアフリーでもありませんし、トイレも水洗化されていません。しかし、高

齢者の免許取得ということよりは高齢者講習という関係ではなくてはならないものだと思

うし、これからも利用者はふえると思うのですけれども、体育館や自動車学校については

どういうふうに考えていらっしゃるか伺います。 

〇議長（村山義明君） 中原産業建設課長。 

〇産業建設課長（中原直樹君） まず、水道施設のご質問についてご答弁をいたします。 

 総合計画の実施計画においては、平成２８年度に水道施設の長寿命化計画を実施すると

いう計画をしております。その理由については、まず浄水場や各ポンプ場の電気設備類、

また機械設備類についていえば、浄水場については平成８年と９年に機器類を更新をして

おります。その後松音知ポンプ場等々の各ポンプ場の機器類を新設しているという状況か

ら、設置後１５年を経過している状況にありますので、将来的に更新をしていかなければ

ならないということもあって、その時期が平成２８年が適切だろうということで現在計画

をしているところでございます。一部地域の老朽化した配水管ということでございますけ

れども、例えば藤井地区だとか、そういったところは布設年度が古いところでございます

し、近年特に漏水が頻繁に起こっているというのは旭台地区が頻繁に起こっているという

ような実態にございます。そこで、そういった配水管があるところについては、長寿命化

計画まで待って、それから直しますということではなくて、緊急性があるものについては

その都度対応していくということになります。具体的な例を挙げると、昨年は豊平地区の
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配水管、送水管についても頻繁に漏水が起こっておりましたので、安全な水を供給するた

めに四百何十万かけて直しているだとか、そういった形で十分点検をしながら対応してい

く形になろうかというふうに思います。そういったことで、できるだけ断水等には早急に

対応して、住民の方々に安心して安全な給水を供給できるような体制をとっていくよう努

力してまいりたいというふうに思います。 

〇議長（村山義明君） 青木教育次長。 

〇教育次長（青木 彰君） 私のほうからは、将来にわたって維持する施設と廃止する施

設はどうなのですかという中で町民体育館の話があったと思いますので、その部分につい

てお答えをしたいというふうに思います。 

 町民体育館は、昭和４１年に建設をされたということで、かなり老朽化は進んでおりま

す。５０年代に一度大規模改修をしておりますけれども、見てのとおり大変老朽化が進ん

でいるという状況にあります。議員のほうからのご質問の中で、６月にもあったかと思い

ますけれども、中学校をどうされるのですかというふうなことで、今現在中学校を含めて、

町民体育館も関係があるということで教育関連施設整備の基本整備の検討委員会を進めて

おりまして、その中で１０月に提言書というような形で教育委員会のほうに考え方が提出

される予定になっております。その中で中学校を今後どうするかということが提言される

こととあわせて、中学校の現体育館についての活用についても提言される予定でありまし

て、その提言の中では中学校の体育館をまず優先的に整備をしながら、将来は町民体育館

も現在の中学校の体育館を活用してはどうかというような意見も出ておりますので、現在

の町民体育館を今後も継続して使うというふうな考え方については今のところ出てこない

だろうというふうに考えております。 

〇議長（村山義明君） 野邑町長。 

〇町長（野邑智雄君） はっきり申し上げて、今ある公共施設、いろいろなものがありま

すけれども、残すか、廃止をするかという検討を十分しているわけでありません。ただ、

先ほど申し上げたとおり、町民体育館から水道施設等については全て今後も公共施設とし

て必要なものばかりであると、こういう認識をしているところでございます。そういう中

で自動車学校、木造の建物でありますけれども、できるだけ自動車学校の校舎等々を修繕

をしながら長く使っていくと、自動車学校だけでありませんけれども、公共施設について

はできるだけ、抜本的な改修というよりもできる範囲で修繕をしながら長く使っていくと、

基本的にはそういう考え方に立って公共施設を利用していくと、こういうことになろうか

なと思います。特に自動車学校だけを申し上げますと、来年度はぜひ合併浄化槽にしたい

なと、こういうようなことで、技術を担当する職員のほうにどのぐらいの経費がかかるか

積算をしておいてほしいと、こういう申し出をしております。こういうようなことで答弁

になればと思いますけれども、ご理解をいただければなと思います。 

〇議長（村山義明君） 本多さん。 

〇３番（本多夕紀江君） 水道施設、公共施設について答弁をいただきました。 
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 そこで、もう一つ質問したいのですけれども、長寿命化計画というのが出てきています

けれども、はっきり言ってどういうものか余りよくわからないのです。それが一体どうい

うものなのか。水道施設では、長寿命化計画の計画策定に４００万円の予算が今のところ

充てられるというような予定だと思うのです。５月末の入札では、公営住宅等長寿命化計

画策定業務一式ということで株式会社ドーコンというところが２９４万円でその計画の策

定を落札したというようなことも広報に載っておりました。今後この長寿命化計画という

のがどんなものに、どんなことに適用されていくのでしょうか。計画の策定に３００万と

か４００万とか町外の業者に払われるのであれば、何だかちょっともったいないなと、そ

のお金で不便なところを直せないものかなとか思うのですけれども、地域の状況とかをよ

く知る役場として自前でそういう計画を策定することは不可能なのでしょうか。長寿命化

計画は一体どういうものなのかということと自前で策定できないのか、これを伺いたいと

思います。 

〇議長（村山義明君） 中原産業建設課長。 

〇産業建設課長（中原直樹君） まず、長寿命化計画というのは、近年国のほうで使い出

した言葉というか、計画でありますけれども、議員もおっしゃっていましたように公営住

宅であったり、下水道であったり、橋梁であったりだとか、水道もそうですけれども、そ

ういったものの計画を長寿命化計画というふうに言われております。中身については、建

物にしろ、例えば橋にしろ、今までは必要に応じて修繕等は行ってきておりますけれども、

問題が発生してから修繕だとか改善を行うということではなくて、予防保全的にきちっと

計画をして、修繕すべき建物だとか橋だとかそういったことを決める。また、改善すべき

ものを決めると。修繕や改善をしても将来的に使い続けることが無理だと判断されるもの

については、建てかえだとか、橋であればかけかえだとか、そういった計画になると。そ

ういう計画を立てなければ、現在国のほうで補助金、社会資本整備総合交付金と今言われ

ていますけれども、そういった国費がもらえないということに基本的になっています。 

 自前でこういった計画をつくれないのかということでございます。以前も公営住宅の長

寿命化計画の予算を提案させていただいたときにも同じようなご質問をされておりますけ

れども、絶対不可能ということではないのですけれども、現状の分析だとか、またそれを

調査した上で今後の計画をつくっていくということになれば、かなり膨大な作業量になっ

ていきますし、今後の計画をつくるに当たっては専門的な知識、専門分野の知識がかなり

必要になってきます。例えば橋梁の長寿命化計画については、昨年点検調査を行って、そ

の基礎資料をもとにことし長寿命化計画を策定中でございますけれども、それらについて

はコンサルの力、コンサルの専門的な知識プラス大学の先生だとか、そういった方々の意

見を聞きながら策定をしていくことになりますし、公営住宅についても、大学の先生まで

はいきませんけれども、そういった専門的な知識を得ながらつくり上げていくことになり

ます。ただ、最終的な判断は町でありますので、町で最終的な判断をしながら計画をつく

っていくということになりますので、確かに委託料は数百万かかりますけれども、そうい
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ったことで計画を立てていくということでございますので、ぜひともご理解をいただけれ

ばというふうに思います。ちなみに、実施計画で予定している水道の４００万というのは、

今の段階では全くの概算でございます。 

〇議長（村山義明君） 本多さん。 

〇３番（本多夕紀江君） 長寿命化計画といっても、多分業者に計画の全てを丸投げする

ということではないと思いますので、町民の、それから町の希望ですか、そういうものが

なるべく入るような計画にしていただきたいということをお願いして、私の質問は終わり

ます。 

〇議長（村山義明君） これにて本多さんの一般質問は終了しました。 

 引き続き、受け付け番号５番、議席番号７番、柳澤さん。 

〇７番（柳澤雅宏君） ７番、柳澤です。それでは、エゾシカの残滓処分についてお聞き

したいと思います。 

 本町の酪農草地や山林を食害し、交通事故の原因となり、害獣化しているエゾシカにつ

いて、有害駆除等の残滓処分施設整備の検討は進んでいるのかお聞きします。また、コス

ト、運営の内容についてもお伺いしたいと思います。 

〇議長（村山義明君） 野邑町長。 

〇町長（野邑智雄君） 柳澤議員のエゾシカの残滓処分について、平中産業グループ主幹

に答弁をいたさせます。 

〇議長（村山義明君） 平中産業建設課主幹。 

〇産業建設課主幹（平中敏志君） エゾシカの残滓処分についてご答弁申し上げます。 

 有害鳥獣処分施設設置検討委員会を６月に立ち上げ、現在までに検討会を２回、先進地

視察を２回開催しております。現在道内での処理方法は、化石燃料を用いた焼却施設と発

酵種を用いた減容化施設、一般処理施設での埋却処理に大きく分類されますが、検討委員

会としては視察等を実施し、検討してきたところ、本町では発酵種を用いた減容化施設の

整備が望ましいのではとの方向性で議論されている状況にあります。今後は、施設の管理

運営体制や施設の設置場所等の検討を進め、本町での望ましい処理方法、管理運営体制に

ついて答申内容をまとめていく予定であります。なお、視察した施設の状況では、発酵種

を用いた減容化施設の建設費としてはおおむね１，０００万円から２，０００万円程度、

処理に係る運営経費としましては１頭当たり約５，０００円から７，０００円程度となっ

ております。 

〇議長（村山義明君） 柳澤さん。 

〇７番（柳澤雅宏君） まず、検討委員会では発酵種を用いた減容化施設が望ましいとい

う方向性だということなのですけれども、これは枝幸町で昨年４月から試験的に行われて

おります枝幸式発酵減量法、これと同じものであるというふうに判断してよろしいのかど

うかお聞きします。 

 それから、検討委員会のメンバーの方々の名簿をもらったのですが、ここに猟友会の方
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が２名おります。それで、この施設というのはいわば町民誰もが使えるという施設ではな

いわけで、猟友会の方々がおおよそほとんどこの施設を使って残滓処分をするということ

になりますよね。一番大切なのは、猟友会の方々が十分使いやすい施設でなければならな

いと私は思うのです。ですから、そういう点では、この検討委員会の中に猟友会の方々が

いるので、ここの中で猟友会の方々の施設に対する希望というか、そういうようなものが

事項として出されているのかどうか、その点をまず２点目としてお聞きしたいと思います。 

 それから、私はエゾシカだけに断定して質問してしまったわけですけれども、有害鳥獣

ではエゾシカだけではなくてクマもいますよね、それからアライグマ、このごろ町民のお

話を聞くとクマが、現実的な数字は私も把握しているわけではありませんけれども、非常

にクマの目撃数がここ１年特に多いのかなという気がします。私もこの１カ月の間に、旧

金子さん、敏音知ですね、あそこの道路にクマが座っていた。それから、砂金掘りの兵安

通りです。あそこでクマが道路にいた。それから、敏音知、豊平でデントコーンの畑にク

マが２頭いた、３頭いたと。この１カ月ぐらい、話だけでもそうやって聞くのです。今ま

でにこんなに数を聞くことはなかったなというふうにも思いますので、エゾシカに限らず、

クマあるいはアライグマというものも想定されているのか、３点目としてそれもお聞きし

ます。 

 それから、これだけエゾシカがふえて、エゾシカに車をぶつけたとか、それからぶつか

る寸前だったということは皆さんおおよそ、車を運転している方だったら１回や２回は経

験していると思うのです。それだけ、食害もありますけれども、交通事故でもし死亡者で

も出たらどうするのだろうというぐらい道路を鹿が横行している。それで、早くこの残滓

処分施設をつくって、エゾシカの絶対数を減らしていくということが急務だと思いますの

で、施設設置時期の目安、いつごろをめどとしているのか、それをお聞きします。 

〇議長（村山義明君） 平中産業建設課主幹。 

〇産業建設課主幹（平中敏志君） まず、１点目の発酵種を用いた減容化施設の部分です

が、今現在発酵種を用いた減容化施設としましては発酵菌を使った施設というものと枝幸

町で試験的に行われている牛ふんの堆肥化とあわせた形の施設ということで、おおむね２

種類あると思いますが、今現在では検討会の中で考えられているのはそのどちらかという

ことではなくて、発酵種を用いた施設の方向でという検討で、具体的に枝幸式でいくのか、

発酵菌を用いた施設にするのかというのは今後の管理運営体制、管理運営をどこでやるか

というところの問題もあわさって出てくると思いますので、そこともあわせて検討してい

きたいというところであります。 

 ２点目としましては、猟友会の意向の部分ですけれども、猟友会からも代表として２名

参加していただいておりますが、猟友会としての意向も十分この中で、検討委員会の中で

も猟友会の意向を十分に尊重してという形で行うという予定で考えております。具体的に

は、エゾシカの搬入方法ですとかということで今後具体的な検討を進めたいというふうに

考えております。 
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 あと、アライグマ、ヒグマも発酵種の施設に残滓として入れることは可能と考えており

ます。現実に視察に行った施設でもアライグマやエゾシカ、ヒグマも対象としております

ので、それも十分入る施設というふうに考えております。 

 あと、エゾシカの残滓処理施設の設置の目安でございますが、基本的には平成２６年、

来年度の設置に向けて、管理運営体制についてはことしじゅうにおおむね検討を進めて、

来年の整備に向けて進めたいというふうに考えております。 

〇議長（村山義明君） 柳澤さん。 

〇７番（柳澤雅宏君） 発酵種を用いるか用いないかは、それはそれほど大きな問題では

なくて、発酵させて残滓処理をする施設をつくるということだよね。それで、来年度中と

いうのだけれども、検討する期間はまだ半年あるわけだから、雪が解けたらすぐその施設

設置に着工するということで、来年度中から残滓処理をそこでするようでなかったら私は

ちょっと、また１年おくれてしまうので、そのことは十分そういうことで検討してくださ

い。なるべく早目に。 

 それから、言うまでもないけれども、枝幸町あたりは、畜産関係者、畜産関係施設との、

いわゆる病気、疾病あるいは伝染病、こういうものに大変神経を使っておられるなという

ふうに思います。それから、この残滓処理した発酵したものは循環型にはできないですよ

ね。今度それを処理した後その始末をどうするか、そこら辺がこの施設をつくるときの大

きな検討課題になるのかなというふうに思います。そこら辺は十分検討委員会の方々も認

知されていると思いますので、十分そこら辺は協議して議論していただきたいと思います。 

 あと、最後に、枝幸町のほうでは地域づくり総合交付金や、それから特別交付税算入な

どでこの施設をつくられておりますけれども、当町の場合にこういう施設を建てるときの

資金等についてこれらの交付金や交付税算入が可能なのかどうか、最後にその点について

お聞きします。 

〇議長（村山義明君） 平中産業建設課主幹。 

〇産業建設課主幹（平中敏志君） 本町での施設整備に対しましては、国の鳥獣被害防止

総合対策事業という事業がありまして、おおむね２分の１以内の助成が来る制度でござい

ますが、それを活用するという予定で今進めているところであります。先ほど言われた議

員からの検討の部分については、十分考慮して進めていきたいというふうに考えます。 

 以上です。 

〇議長（村山義明君） 柳澤さん。 

〇７番（柳澤雅宏君） 以上で私の質問を終わります。 

〇議長（村山義明君） これにて柳澤さんの一般質問は終了しました。 

 引き続き、受け付け番号６番、議席番号５番、星川さん。 

〇５番（星川三喜男君） ５番、星川です。今回もまた、しつこいなと思われますけれど

も、再度旧丹波屋旅館の保存策について質問させてもらいたいと思います。 

 大正初めに建てられた旧丹波屋旅館は、国の登録有形文化財に指定されたものの、築後
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約１００年を経て傷みが本当に著しく激しく、修繕費の支援がないため存続の危機に立た

されているところでございます。国の指定に当たっては教育委員会が大きくかかわり、そ

して存続支援を約束していたが、これまでもう１３年ですか、何ら具体的な動きはなかっ

たです。そこで、文化財については観光、教育という面での歴史、文化的価値を高めるた

め活用が図られるべきと私は考え、次の２点をお伺いいたします。 

 まず、１点目、国、道指定文化財を含む文化財の保護、保全基金をつくり、町内にある

文化財を一体的に保護する財源にすべきではないでしょうか。 

 ２点目、旧丹波屋旅館を町有とし、内部を展示、公開すれば観光事業の振興に大きな役

割を果たすと私は考えますが、いかがでしょうか。 

 それで、今質問しましたけれども、さきに答弁書をもらっているわけなのですけれども、

私は町有としてということを聞いておりますので、この答弁書の中にその答えが書かれて

おりませんので、それもあわせて答弁してもらいたいと思います。 

〇議長（村山義明君） 米屋教育長。 

〇教育長（米屋彰一君） 星川議員の旧丹波屋旅館の保存策についてお答えいたします。 

 まず、１点目でございますが、文化財の保護、保全基金の関係でございます。これにつ

きましては、本町の区域内に所在する文化財は中頓別鍾乳洞や旧丹波屋旅館、また文化財

的要素の高い砂金掘り跡地や高山植物群生地などがあります。それらの保護、保全につい

ては、その時々の状況に合わせた対応と補助金制度の活用や現状の確認、調査などに努め

てまいりたいと考えており、現時点では基金の創設は考えておりません。 

 ２点目の今ご指摘ありました町有、それと観光事業の振興の関係でございますが、まず

町有については、以前も申し上げたとおり町有とする考えは今のところ持ち合わせており

ません。旧丹波屋旅館の活用について、これまでも各団体などからも意見をいただきなが

ら検討してきましたが、これといった活用策がありませんでした。また、平成２３年度に

は旧丹波屋旅館を含めて旧天北線観光ツアーが企画されましたが、最少携行人数に達せず、

未実施となったと聞いており、観光事業としての取り組みは難しいと考えております。 

〇議長（村山義明君） 星川さん。 

〇５番（星川三喜男君） まことにありがとうございました。そういう答弁が来ると私は

思っておりました。またしつこいようですけれども、私も３月の定例会にしていますが、

所有者と教育委員会とで交わした協議事項確認をもう一回読ませてもらいたいと思います。

教育長、よく聞いておいてください。ここには大変なことも約束しております。確認事項、

丹波屋旅館については将来とも保存を前提として対応していく。２番目、保存を考えると

所有者個人での対応は難しく、所有権を町に移転することを所有者が了解している。３点

目、町が所有者となった場合、早期修繕が必要な箇所があることを考えると、その所有権

移転の手続についても早急に進める必要がある。現段階としては、所有者の新しい住宅等

の確保問題もあり、今年度中は移転はない。これは、交わされたのは平成１１年４月１９

日のことです。それと、４点目、所有権を町に移転する場合の条件は、今後両方、要する
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に教育委員会、所有者とで協議、決定する。あと、５点目は、文化庁登録文化財の登録手

続を早急に行うということで、所有者と協議した記録が残されております。私が一番言い

たいのはここなのです。ここまで教育委員会と所有者との確認事項がなされているにもか

かわらず、私がこうやって指摘するまで十数年間ほったらかしです。それが教育委員会と

して行う仕事ですか、行動ですか。町民を何と思っているのか、私は本当にこれは怒り心

頭、湧いてくるばかりです。 

 今まで教育委員会が先頭になって国の登録文化財の手続をし、そのときに教育委員会を

中心に保存会を立ち上げて一生懸命やっていたのです。そのメンバーも私はわかっており

ます。それをやりながら、ここ十数年間ほっておくということはないのではないでしょう

か。まことに情けない限りだと私は思っております。そして、この質問を何回もしなけれ

ばならないということは、この確認事項を教育委員会が無にしているからです。これを早

急に速やかに対応していけば、私はこういう質問を何回もしません。町民との約束を守っ

ていないから、私は数回にわたり質問させてもらっているわけです。交わした後、教育委

員会はこのことに関して教育委員会議を何回開いていますか。それと、今教育長が答弁し

て町有化は全く考えていませんと言いましたけれども、それが教育委員会議での結論です

か。教育委員会も教育委員もちょっとおかしいと私は思います。町民との約束、子供には

約束を守れ、ましてこれは口約束ではないです。書面で残っている文書に対して教育委員

会がこのような姿勢をとるというのは、私は全く腹立たしいと思う。この約束をもとに、

町有化の有無をあわせて再度答弁してもらいたいと思います。 

 それと、２点目です。８月の２１日、道新の新聞で、あれは私が取材を受けて、その後

教育長のほうに確認のために取材したと聞いております。その中で、教育長は地域づくり

活性化支援補助金事業、要するに１，０００万のことだと私は思っておりますが、費用の

半分、つまり１，０００万まで補助できる制度を活用してほしいと答えているわけですが、

もし文化財としての丹波屋の修繕費が２，０００万かかるとしたら、これを該当するとの

発言ですか、そこら辺もあわせてお答えしてもらいたいと思います。そして、町長は鍾乳

洞は町の核だと先ほど言っておりましたが、丹波屋は宗谷管内の入り口です。宗谷管内の

目です。あれをもとにして天北線が栄えていったわけなのです。その建物を教育委員会は

約束しておきながら、今まで何も手助けをしていないということに対して怒り心頭です。

先ほどの質問について答弁願いたいと思います。 

〇議長（村山義明君） 米屋教育長。 

〇教育長（米屋彰一君） 先に協議書のほうから答弁したいと思いますけれども、前回も

お答えはしたのですが、この協議書の中身については、事務局から文化庁の調査結果、そ

れから町の文化財保護委員会での協議内容、これらを説明をいたしました。そして、登録

文化財としての基準を満たしているという意見をもらったということ、それから登録した

場合の優遇措置の説明とあわせて、改修における助成は受けられないなどのことを説明し

てきたところでございます。所有者のほうからは、将来的にもこの建物を残しておきたい
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が、個人的に維持していくのは大変不安があり、町が所有者となることもやぶさかではな

いとの考えや地域住民のために保存をしたいというようなことの意見もありました。そし

てまた、登録手続もしてほしいという話があった中での確認と思っておりますけれども、

その中で、この時点では町が所有者となることもやぶさかでないという考えや、また移転

した場合はというような話し合いの中で現時点では居住をしており、難しいというお話が

あって、その中で町が所有者になるから、ならないからというような話ではなかったと聞

いております。平成１２年になってからでございますけれども、その後も将来的に町が保

存できるのであれば退去する気持ちがあるが、木工作業を続けたいので、今後１０年間ほ

ど居住をしたいと、それからまた町指定の文化財に登録してほしい等のお話もあったとこ

ろでございます。その時点でもまた改修に係る助成を受けたいというお話も当然出てきま

した。その中で実際問題になったのは、居住を続けるということで話がなかなか進展しな

かったのかなというふうには考えているところでございます。 

 それと、あわせて登録文化財の関係もそういった要望等がありまして、これもまた前回

お話ししたのですけれども、要望があって、それから教育委員会がそれらの承諾書か内諾

書か、それをもらいながら、道を通じて道教委に通じ、そして文化庁に出すという手続上

の流れが当然ございます。そんな中でのかかわりも当然しております。また、その間平成

１５年ごろからだと思うのですが、登録を抹消したいというような申し出があって、その

辺につきましても抹消手続等に関しては教育委員会も協力する段取りというか、そういう

方向では進んでいったのですけれども、その時点で、確かな記憶ではないのですけれども、

徐々に壊したいというような申し出があった。確かに一遍に壊すとお金がかかりますので、

少しずつ壊したいというお話があって、その辺も確認したのですけれども、実際に壊す時

期等がはっきりと決まった上でなければだめだというような回答をもらい、その旨も伝え

た経過がございます。それから、８月２１日の新聞の件で、補助金の関係ですけれども、

限度額１，０００万かということでございますけれども、これは要件が出てきて、申請書

が出てきて、申請内容を見た上で、補助金額の限度であれば、その内容に合致するのであ

れば当然そういった方向性に、援助していく、支援していくという形になるのかなと、そ

ういうふうに考えております。 

〇議長（村山義明君） 星川さん。 

〇５番（星川三喜男君） 教育長、私が言いたいのは、協議録の中でこういうことを取り

交わしている中身をみんなと話し合いしているのかということなのです。前向きに考えて

やっているのかということなのです。この協議録の中に、今後における町側の対応という

のもあります。保存を前提として対応していくのです。そして、町として保存の方法や改

修計画等について検討していくとも書いてあるのです。重大なことです。私は、この中身

の一字一句を教育委員会議で話し合っているのか、そこを知りたかったのです。それが教

育委員長が出した言葉なのですか。私は、そういう教育委員会、委員なら要りません。文

化財でありながら、それを放置しておく、そんな教育委員会ありますか、どこにあります。
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もっといろんなことを本当は聞きたかったのですけれども、今の教育長の答弁でまたもや

愕然です。前向きに何も考えていないです。違いますか。 

 我々は、保存会を今回地域で立ち上げました。それは、委員会が何も手出ししてくれな

いからです。地域の人方は、やはりこれは壊すのはもったいない、何とかして残したいと

いう気持ちですよ、皆さん。地域住民が会員となり、そして役員も１０名ほどついてやっ

ております。そして、今一生懸命試行錯誤して役員会で話し合っていますよ、今後の活用

方法。その中で、私もこういうことを、協議確認事項のことも皆さんに伝えました。そう

であれば、町にやっぱりやってもらおうではないかと。それで、私たち地域が頑張ってま

たそれに助けを出そうと。まずは先に町でしょう、これは。こういった約束をしておきな

がら、今まで何らの形も出さない。結局は、町は所有できません。十数年前の約束かもし

れませんけれども、これは継続している約束でしょう。 

 もっともっと教育長に聞きたかったのですけれども、愕然といたしまして聞く余地もな

くなってきました。再度、教育長、これをもう一回考え直す必要ありませんか。これを考

えてくれなければ、私はこの協議録を町民に公表したいと思います。それで、教育委員会

の質も皆さんに問いを立てて、やっぱりこれは教育委員会のほうが悪いでしょうと、私は

そこまでやりたいです。教育長の答弁、その答えが中身をよく一字一句考えてもらって検

討した結果なのですか。こういうことでやっていくのであれば、私個人が今所有者に、そ

うしたらもう捨てましょうと、町にやりましょうと、そう言ったら町はもらわなければな

らないのです。そういう約束ですよ、これは。そして、地域の人らがこれから汗水流して

何とかして保存していこうということで一生懸命やっているにもかかわらず、それにくい

を打つものです。教育長、再度考えての答弁をゆっくりお答えください。 

〇議長（村山義明君） 米屋教育長。 

〇教育長（米屋彰一君） 先ほどの答弁漏れもございましたので、教育委員会議にかけた

のかということでございますけれども、教育委員会議にはかけてはございません。報告で

ございます。 

 そしてまた、先ほど来出ていましたけれども、教育委員会の中で保存会を立ち上げたと

いうことが議員のほうから言われていましたけれども、その辺は私は承知しておりません。

実際にあったかどうかというのはわかりません。 

 そしてまた、中頓別町の旧丹波屋旅館保存会の会長さんであります星川さんが教育委員

会にお見えになったときに、補助金のお話もしたところでございますけれども、当初から

言っておりますけれども、当初から助成というか、そういったものは出せないというか、

ない中での保存だという考えで町もずっと出してきていないのが現状でございます。そし

てまた、改めて町有にするのは難しいというのは、以前もお話をした中で、理事者もたし

か行ったと思うのですけれども、所有者と藤井地区かどこかで会ったときにお話をして、

町で保存なり解体なりしてくれといったお話があった中では、なかなかそれは難しい問題

ですよというお答えをしたという答弁もありました。また、私どももずっと、私のほうで
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も、先ほども言いましたけれども、町有にするという考えには至っていないと。そしてま

た、この協議書の関係でじっくり考えて答弁せよということでございますけれども、今も

答えたところなのですけれども、この協議書の中にこの後先が実際あります。この協議書

というのは、協議した中での確認事項であるというふうに私も判断しておりますし、前担

当者からも聞いておりますけれども、その中では話し合った中身を書いたものであって、

これが俗に言う確約だとか、そういったものではないというふうに聞いております。その

中で、先ほども言ったように、これはあくまでも町が所有者になるという前提でやったも

のではないというような判断をしております。 

〇議長（村山義明君） 星川さん。 

〇５番（星川三喜男君） もう再々質問が終わったのですけれども、最後の答弁でそれは

確約したものではないということなら、これは何のための書類ですか。 

（「確認書」と呼ぶ者あり） 

〇５番（星川三喜男君） それでいいのですか。 

（「確認です」と呼ぶ者あり） 

〇５番（星川三喜男君） お互いに確認したのだろう。確認したら約束ではないのですか

と問いを立てても、これは再々質問ですね。 

 そうしたら、最後に言わせてもらいます。先ほどの１，０００万のことなのですけれど

も、１，０００万を助成するのであれば、町有化して、町有化した後に１，０００万を修

繕費としてかけて、そこに、私たち地域が今取り組んでいる保存会で皆様から寄附をお願

いしている、皆さんの協力でどのぐらい募るかわかりませんけれども、それをプラスして

今後町有化した後にそれを運営費もしくは修繕費に充ててもらいたいと思います。 

 それと、最後に、この議事録を私は町民の皆さんに見てもらいたいと思っております。 

 以上、終わります。 

〇議長（村山義明君） これにて星川さんの一般質問は終了しました。 

 以上で一般質問は終了いたしました。 

 ここで暫時休憩いたします。２時10分まで休憩いたします。 

 

休憩 午後 １時５９分 

再開 午後 ２時１０分 

 

〇議長（村山義明君） 休憩前に戻り会議を続けます。 

 

    ◎議案第４６号 

〇議長（村山義明君） 日程第１０、議案第４６号 北海道後期高齢者医療広域連合規約

の変更の件を議題とします。 

 提出者より提案理由の説明を求めます。 
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 町長。 

〇町長（野邑智雄君） 議案第４６号 北海道後期高齢者医療広域連合規約の変更につい

て、吉田参事に内容の説明をいたさせます。 

〇議長（村山義明君） 吉田保健福祉課参事。 

〇保健福祉課参事（吉田智一君） それでは、私のほうからご提案を申し上げます。 

 ８ページをお開きください。議案第４６号 北海道後期高齢者医療広域連合規約の変更

についてです。 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２９１条の３第３項の規定により、北海道後

期高齢者医療広域連合規約を別紙のとおり変更する。 

 平成２５年９月２５日提出、中頓別町長、野邑智雄。 

 １１ページをお開きください。北海道後期高齢者医療広域連合規約変更の説明要旨です。

北海道後期高齢者医療広域連合から規約の変更について協議があったので、議会の議決を

求めるものでございます。 

 規約の一部変更する理由につきましては、住民基本台帳法の一部改正等に伴う北海道後

期高齢者医療広域連合規約別表第２備考２の変更をする必要が生じたためであります。 

 １０ページをお開きください。新旧対照表でご説明いたします。新旧対照表の現行の別

表第２、備考２のうち「及び外国人登録原票」を削るものでございます。 

 ９ページの附則ですが、１、この規約は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２

９１条の３第３項の規定による北海道知事への届出をした日から施行する。 

 ２、改正後の別表第２備考２の規定は、平成２６年度以後の年度分の負担金について適

用し、平成２５年度以前の年度分の負担金については、なお従前の例による。 

 以上、簡単でございますが、説明にかえさせていただきます。よろしくご審議をお願い

いたします。 

〇議長（村山義明君） 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（村山義明君） 質疑なしと認め、質疑を終結し、これより討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（村山義明君） 討論なしと認め、討論を終結し、これより議案第４６号を採決し

ます。 

 お諮りします。本件は原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（村山義明君） ご異議なしと認めます。 

 よって、議案第４６号 北海道後期高齢者医療広域連合規約の変更の件は原案のとおり

可決されました。 

 

    ◎議案第４７号 
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〇議長（村山義明君） 日程第１１、議案第４７号 平成２５年度中頓別町一般会計補正

予算を議題とします。 

 提出者より提案理由の説明を求めます。 

 町長。 

〇町長（野邑智雄君） 議案第４７号 平成２５年度中頓別町一般会計補正予算につきま

しては、和田総務課長に内容の説明をいたさせます。 

〇議長（村山義明君） 和田総務課長。 

〇総務課長（和田行雄君） それでは、議案第４７号 平成２５年度中頓別町一般会計補

正予算についてご説明申し上げます。 

 まず、議案の１ページをお開きください。平成２５年度中頓別町一般会計補正予算。 

 平成２５年度中頓別町の一般会計補正予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

 第１条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２，６４３万１，０００円を追

加し、歳入歳出の予算の総額を歳入歳出それぞれ２８億６，８８１万９，０００円とする。 

 ２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出

予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。 

 平成２５年９月２５日提出。 

 それでは、事項別明細書、歳出からご説明を申し上げます。８ページをお開きください。

１款議会費、１項１目議会費でございますが、既定額に３万３，０００円を追加して、４，

５８２万１，０００円とするものでございます。内訳につきましては、１０節交際費で葬

祭の香典等の支出が多く、同額を追加計上するものでございます。 

 ９ページでございますが、２款総務費、１項総務管理費、４目財産管理費では、既定額

に８７万２，０００円を追加し、１，７６９万４，０００円とするものであります。内訳

は、１１節需用費におきまして、ことしの大雪で屋根の軒先が折れた松音知会館屋根の修

繕料として同額を計上するものでございます。なお、財源につきましては、歳入でもご説

明いたしますが、建物災害共済保険金で７４万１，０００円、自治会の負担額につきまし

ては一般財源と同額の６万６，０００円というふうになってございます。 

 ５目企画費では、既定額に９７０万円を追加いたしまして、８，０００万２，０００円

とするものでございます。内訳は、１５節工事請負費として市街地防犯灯ＬＥＤ化のため

９７０万円を追加するものでございまして、国の社会資本整備総合交付金及び道の地域づ

くり総合交付金の双方の補助金がついたということでございまして、当初本年度で予定し

ていた１０５基の整備から道路照明を合わせました１９３基に変更いたしまして、事業年

度を前倒しして省エネ化の推進を図るものでございます。詳細につきましては、担当課か

ら配付された資料がございますので、そちらをごらんいただきたいと思います。 

 ８目防災対策費では、自治会連合会名義で実施する防災用毛布購入補助事業が不採択と

いうことでございまして、節の変更を行うものでございます。当初自治会連合会への補助
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金２１８万８，０００円を予定しておりましたけれども、これを１８節備品購入費とする

ものでございます。 

 １０目情報推進費では、既定額に９万５，０００円を追加し、８４４万５，０００円と

するものでございます。内容につきましては、現在庁内で使用しているグループウエアの

ソフト、これはメールとかスケジュールとか掲示板等を利用するソフトでございますが、

使用期限が切れるために、１２節役務費として新しいバージョンにするための作業費を計

上するものでございます。ソフト自体は無料でございます。 

 ２項徴税費、１目税務総務費では、既定額に２０万円を追加し、５５２万３，０００円

とするものでございます。内訳は、２３節償還金利子及び割引料で同額を追加しておりま

す。平成２４年度予定納付された法人税の還付申告に伴いまして、還付２件が発生したこ

とによるものの補正でございます。 

 １０ページをごらんいただきたいと思います。３款民生費、１項社会福祉費、４目障害

者福祉費では、既定額に９７万６，０００円を追加して、８，６０３万６，０００円とす

るものでございます。内訳は、２３節償還金利子及び割引料で平成２４年度分の障害者自

立支援給付費国庫負担金２万円ほか、事業費精算による各種の返還金でございます。 

 ６目重度心身障害者特別対策費は、既定額から３０万円を減額しまして、８４５万円と

するもので、本年度から養育医療及び育成医療に関する事務が権限移譲されたことに伴い

まして、この次に説明する２款児童福祉費、８目養育等医療費を新たに新設し、振りかえ

るものでございます。 

 ２項児童福祉費、８目養育等医療費は、今申し上げた目の新設で新たに６０万円を計上

するものでございます。内訳につきましては、養育医療分３０万円に加え、育成分３０万

円の計６０万円を扶助費として計上するものでございます。 

 １１ページでございます。４款衛生費、１項保健衛生費、３目環境衛生費では、既定額

に１２万円を追加し、９，７０８万８，０００円とするもので、１９節負担金補助及び交

付金で南宗谷衛生施設組合負担金を同額追加するものでございます。内訳につきましては、

退職職員組合負担金精算納付金が当初計上されていなかったということによるものでござ

います。 

 １２ページをお開きください。６款農林水産業費、１項農業費、２目農業振興費では、

既定額に５万５，０００円を追加し、７，２００万１，０００円とするもので、９節旅費

で農業担い手育成事業の就農相談会に係る普通旅費、札幌１泊２日を追加計上したもので

ございます。 

 １３ページでございますが、８款土木費、２項道路橋梁費、１目道路維持費では、既定

額に７２万円を追加し、３，７４７万４，０００円とするもので、８月２７日の豪雨によ

り町道２路線で被害があり、１１節需用費で町道中頓別弥生線のり面復旧工事に４１万円、

町道敏音知原野線のり面復旧工事に３１万円、合わせて７２万円を追加するものでござい

ます。 
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 ８款土木費、５項住宅費、１目住宅管理費では、既定額に９７万円を追加し、１，０７

９万４，０００円とするもので、内訳は１１節需用費で高齢者向け住宅２１戸のＦＦ式ス

トーブの給排気筒の取りつけ位置を高くするために７７万円、あかね拡充団地特定公共賃

貸住宅の石油給湯器１台が修繕不能となりまして、その交換に２０万円を計上するもので

ございます。 

 ２目住宅建設費では、既定額に１，２００万円を追加し、４，１０１万７，０００円と

するもので、１９節負担金補助及び交付金で新たに民間賃貸住宅１棟４戸の建設が予定さ

れているため、助成金を追加計上するものでございます。 

 １４ページをお開きください。１３款諸支出金、１項１目特別会計繰出金では、既定額

に３９万円を追加し、１億５，０６３万４，０００円とするもので、２８節繰出金で介護

保険事業特別会計繰出金として地域密着型介護サービス給付費、認知症対応型共同生活介

護事業に対するルール分を支出するものでございます。 

 ５ページにお戻りください。歳出合計、既定額に２，６４３万１，０００円を追加し、

２８億６，８８１万９，０００円とするものでございます。 

 続いて、歳入についてご説明申し上げます。６ページをお開きください。１３款国庫支

出金、１項国庫負担金、１目民生費国庫負担金では、既定額に３０万円を追加し、５，５

９７万８，０００円とするものであります。内訳は、歳出の民生費でご説明のとおり、養

育等医療費６０万円に係る国庫負担金を計上したものでございます。 

 ２項国庫補助金、１目総務費国庫補助金では、既定額に６７９万円を追加し、６，６７

４万６，０００円とするものであります。内訳は、歳出、総務費の企画費のほうでご説明

のとおり、市街地防犯灯ＬＥＤ化改修に係る充当財源としての社会資本整備総合交付金で

ございます。 

 ５目土木費国庫補助金では、既定額に６００万円を追加し、２，９７７万５，０００円

とするものでございます。内訳は、歳出、土木費の住宅建設費でご説明のとおり、賃貸住

宅建設促進助成金に係る充当財源としての社会資本整備総合交付金でございます。 

 １４款道支出金、１項道負担金、２目民生費道負担金では、既定額に１５万円を追加し、

４，３８５万８，０００円とするものでございます。内訳は、歳出、民生費でご説明のと

おり、養育等医療費６０万円に係る道負担金を計上したものでございます。 

 ７ページでございます。２項道補助金、１目民生費補助金では、既定額から１５万円を

減額し、５８４万６，０００円とするものでございます。内訳は、歳出でご説明のとおり、

事務の権限移譲に伴う重度心身障害者医療給付事業補助金の減額となっております。 

 ６目総務費補助金では、新たに６８０万円を計上するものでございます。内訳は、歳出、

総務費の企画費でご説明のとおり、市街地防犯灯ＬＥＤ化改修の充当財源である地域づく

り総合交付金でございます。 

 １８款繰越金、１項１目繰越金では、既定額に５７３万５，０００円を追加し、１，６

５５万円とするものであります。内訳は１節前年度繰越金で、歳出、一般財源に充当する
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ものでございます。 

 １９款諸収入、６項１目雑入では、既定額に８０万６，０００円を追加し、９２０万４，

０００円とするもので、１節雑入として、松音知会館屋根修繕工事に係る建物災害共済保

険金７４万１，０００円及び自治会負担金６万６，０００円を追加するものでございます。 

 ４ページ、歳入合計、既定額に２，６４３万１，０００円を追加し、２８億６，８８１

万９，０００円とし、歳入歳出のバランスをとっておりますので、よろしくご審議いただ

きますようお願い申し上げます。 

 以上です。 

〇議長（村山義明君） 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

 本多さん。 

〇３番（本多夕紀江君） 歳出のほうですけれども、９ページで質問いたします。まず、

４目財産管理費の松音知会館屋根修繕料ということですけれども、自治会の負担と町の一

般財源からの負担とほぼ同じ金額ということになっていますけれども、町の中にはほかに

も会館がたくさんありますけれども、ほかの会館も修繕が必要になったら、松音知会館と

同じような割合で保険と自治会と町の負担と、同じような割合になるのでしょうか。 

 もう一つは、企画費のＬＥＤ化ですけれども、資料のほうを見てみますと２５年と２６

年の２年間にわたってＬＥＤ化というような計画だと思うのですけれども、２５年に行わ

れるところ、それから２６年に行われるところ、これはどういうふうにしてというか、い

ろいろ事情もあるのでしょうけれども、早くやる、後でやるというのをどういうふうに決

められたのか伺いたいと思います。 

 あと、防災用毛布３５０枚購入するということですが、これはどこに保存というか、置

くことになるのでしょうか。 

 以上を伺います。 

〇議長（村山義明君） 中原産業建設課長。 

〇産業建設課長（中原直樹君） まず、松音知会館の町の負担金に係ることでございます

けれども、他の自治会館についても同じようにするのかということでございますが、町が

所有をしている自治会館については町の火災共済の保険に加入をしております。それで、

過去も例えば屋根の塗装の塗りかえだとか、そういった高額な修繕費がかかった場合につ

いては、自治会のほうの要請に基づきまして、かかる経費の２分の１ずつを自治会と町と

で負担をしているというふうに取り扱ってきておりますので、今回もそれに基づいて行っ

ておりますし、今後もそういった形で取り組んでいくものということでございます。 

 それと、ＬＥＤ化につきましては、平成２５年度で防犯灯で１０２灯、道路照明灯で９

１灯、平成２６年度で防犯灯で６０灯、道路照明灯で８６灯の１４６灯、２カ年合計で３

３９灯の計画をしております。そこで、平成２５年度で予定しているＬＥＤ化については、

自治会で管理している防犯灯のうち、電柱に共架しているもの、また道路照明灯、これは

デザイン照明のことでございますけれども、自治会が管理しているものをＬＥＤ化するこ
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ととしております。あわせて、町管理のものについてはデザイン照明で７２灯を計画して

おります。それで、基本的には、ＬＥＤ化につきましては自治会で管理している防犯灯、

また道路照明灯を優先して取りかえるということとしております。平成２６年度に行う計

画としているものについてはポールと街灯が一体型のもので、老朽化によってポールが腐

食して取りかえが必要であろうと、もしくはポールが当分の間もつかどうかさらに調査が

必要だというようなものについては、２６年度に計画をしております。また、ポールの取

りかえが必要なものについては、近接した電柱に共架することができないか、またポール

から取りかえることがいいのかどうなのかと、そういったことを今後自治振興会と十分協

議をしてから決定をして、実施していきたいということでございます。あわせて、防犯灯

の中にも国道だとか道道に接しているものもございます。それらについては、開発建設部

や稚内建設管理部のほうに要請をして、ＬＥＤ化にしてくださいということで要望してい

こうと、その結論を待ってから２６年度に実施をしていきたい。もし町でやる必要が生じ

た場合は実施をしていくというようなことで考えておりまして、そういうことで平成２５

年度に実施する計画のものと平成２６年度に実施する計画のものということで振り分けを

させていただいているということでございますので、ご理解のほどよろしくお願いいたし

ます。 

〇議長（村山義明君） 和田総務課長。 

〇総務課長（和田行雄君） 毛布の関係でございますけれども、これは従前の議会でもご

説明をしているかと思いますけれども、今のところ保管場所につきましては小頓別、敏音

知、旭台、青少年柔剣道場あるいは町民センター、役場といったような保管場所を考えて

ございます。 

〇議長（村山義明君） 山本さん。 

〇６番（山本得惠君） 歳出、１３ページ、８款２項の道路維持についてお伺いをします。 

 弥生線のり面復旧工事、敏音知原野線のり面復旧工事についてちょっとお尋ねしますが、

弥生ののり面については今月の１７日に委員会で視察をしました。その際に現場へ行って

みましたが、あそこの崩壊部分は非常に地山がかたい。岩石のような地山で、あの上にま

た芝を張ってもすぐ崩壊するのではないかというふうに考えられます。その上のほうも既

にもう膨らんできて、崩壊寸前のように見えましたから、４１万円ぐらいの予算でできる

のだろうかという疑問がありますし、もう一度あれを確かめて、上のほうに側溝でも入れ

ない限り、同じような状態が続くというふうに思いましたし、もう一点、敏音知ののり面

については、完成して１年たちましたか、なのに既にのり面が崩壊、あれは私は施工のミ

スではないだろうかと。そうなりますと、受注業者が手直しするのか、町が予算を出して

これを復旧するのかについてお尋ねをします。 

〇議長（村山義明君） 中原産業建設課長。 

〇産業建設課長（中原直樹君） まず、中頓別弥生線の関係でございますけれども、敏音

知も含めてでございますが、予算説明資料にも、簡潔ではありますが、記載をして説明し
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ておりますが、８月の中旬から下旬にかけて短時間に大雨が降った日が続きまして、その

ことによって、本来は通常の雨であれば十分もつところののり面等の崩壊があったという

ことでございまして、まず弥生線についていえば、山本議員がおっしゃるように、上のほ

うに側溝をしてはどうかということでございますけれども、今回のり面を直せば来年まで

には活着もきちっとできるだろうというふうに判断をして今回予算を計上させていただい

ているということでございます。それと、中頓別弥生線も敏音知原野線も両方にかかわる

ことでございますけれども、先ほど８月中旬から下旬にかけての大雨というふうにご説明

をしましたけれども、具体的に言えば、気象庁や稚内建設管理部の記録では８月の１時間

当たり２０ミリ以上の雨は、まず１１日に中頓別地区で１時間３０ミリの雨、寿地区で１

時間２１ミリの雨、１２時間雨量では中頓別地区で７５ミリ、寿地区で７９ミリを記録し

ております。そのほか、中頓別地区で８月１５日が１時間当たり２６．５ミリ、８月２３

日が１時間当たり２０ミリと。合わせて３回ございました。１０ミリ以上の雨についても

８月２７日の１９．５ミリを初め４回あったということで、ことしについては短時間に集

中して大雨が降っているということでございます。ちなみに、１時間当たり２０ミリ以上

の雨というのは、国の災害復旧事業の対象になり得るといいますか、対象になる時間当た

りの雨量でございまして、それがことしについては８月だけで、それも半月の間の中で３

回もあったというような異常気象とも言えるような状態でございましたので、山本議員が

ご指摘されております施工ミス等々ということではなくて、そういった大雨による崩壊で

あったということで今回予算を計上させていただいているということでございますので、

ぜひともご理解をいただければというふうに思います。 

〇議長（村山義明君） 柳澤さん。 

〇７番（柳澤雅宏君） 今の件についてですけれども、今の説明で８月に豪雨があったと、

それが通常の雨ではなかった。だけれども、あれぐらいの雨は通常の雨の範囲だと私は思

うのです。テレビで川が氾濫したとかと日本各地ですごい被害がありましたけれども、あ

そこまでいかなくても、こんな雨経験したことないというような雨ではないわけでしょう。

ざあっという集中豪雨というのは、毎年町内どこにでもあるでしょう。あれを１０年に１

回みたいな物の言い方するけれども、私は通常の毎年どこかである雨だと思います。それ

で、特に敏音知あたりは、あれはどう見てもほかから水は来ないでしょう、あの道路以外。

弥生線は上のほうがあるので、上のほうから雨水があそこへ集中したということは、まだ

その上まで私は見ていないのでわかるのですけれども、敏音知線、あれはどう見たって道

路の上の水しか流れないでしょう。それが１年たって崩壊したと、それで今山本さんも心

配して、こんな金ぐらいでもつのかと言ったら、今復旧したら来年まではもつでしょうと。

それでもつぐらいなら、そしたら何で今回もたなかったの。どうもそこら辺が災害だ、災

害だで事を終わらせようとする。別に直すなと言っているわけではないし、直すことにお

金を使うことは私もいいの。ただ、現地を見たときに意見として委員からも出たけれども、

何でここが崩れたのだという原因をきちっと把握しておかないと、崩れたから、予算をつ
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けてまた張りかえればいいのだではまた崩れるでしょうということを自覚してもらって、

少なくともあれぐらいの雨は異常な雨ではない通常の雨だと私は思うので、確かに国から

お金が出るから、そっち側の手続は災害で出してもいいけれども、あれは災害的な理由に

するにはちょっとお粗末だなと思うので、まずは何で崩れたのだ、何でここに水が集中し

たのだという原因をしっかり確かめて、調査して修理していかないと、また来年同じとこ

ろが崩れるということがあり得るので、そこら辺しっかり調査して、手をかけてほしいと

思いますけれども、いかがですか。 

〇議長（村山義明君） 中原産業建設課長。 

〇産業建設課長（中原直樹君） 雨量、事象の関係について先ほど説明をいたしましたけ

れども、通常の雨だと、ただ近年特に中頓別地区では降っていなくても例えば小頓別地区

では大雨であっただとか。８月２０日には中頓別地区ではほとんど降っていなくて安心し

ていたのですけれども、小頓別では１時間当たり５２ミリという大雨が記録されているの

です。聞けば、敏音知に雨量計はないですけれども、かなりの大雨が降ったというふうに

も話は聞いております。ですから、先ほど１時間当たり２０ミリ以上の短時間の雨は災害

復旧事業の対象になるというお話をしました。それが半月間に３回もあったということは、

それだけ短時間の大雨で、のり面等を傷める大雨であったということが言えるのだという

ふうに思います。ただ、敏音知についていえば、確かに部分的にのり面が崩壊しておりま

す。昨年手直し等を行ったところもございますけれども、雨は当然満遍なく当たっており

ますから、部分的に、施工ミスではないけれども、弱いところがあったのだろうというふ

うに思います。ただ、施工状況だとか、現地の監督等もしておりますけれども、写真等も

見ておりますけれども、決して施工ミスということでなったのではないということでご理

解をいただければというふうに思います。いずれにしても、通常の雨ということではなく

て、半月の間に３回も２０ミリ以上の短時間の大雨があったことによるということでよろ

しくお願いをいたします。 

〇議長（村山義明君） 東海林さん。 

〇４番（東海林繁幸君） 私は２点ほど聞こうと思って、実は今ののり面の関係なのです

けれども、私は予算化するときの説明資料に、今のようなことをきちっと分析した結果必

要なのだという裏づけ資料をきちっとこれから出したほうがいいなと。災害であった、災

害であったと、雪をおろさないから、潰れて雪害だと言っているのと同じだとすれば、こ

れは問題なのです。だから、本当に災害として町が認めるのであれば、その理由をきちっ

と、今の説明でよかったと思うのです。雨量もそういったことでやるのは。だから、それ

をきちっと説明資料として出すべきだ。工事が小さいからまだいいけれども、大きな工事

だったら大変だ。そういうようにしていただければと思って、これは１つ要望です。 

 それと、ちょっと疑問に思ったことが、事前に調べておけばよかったのだけれども、Ｌ

ＥＤの設置工事があります。国と道の歳入を見ると１，３５９万に対して、工事の追加が

９７０万、この差額はさきに予算化している部分があるのだということなのだろうけれど
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も、そうするとさきに収入を見込んだ部分はどうなったのか、その辺ちょっと説明してい

ただければと思います。 

 それと、ちょっと疑問に思ったのは、住宅建設費の１棟４戸の問題、これはある議員も

疑問を持っていたのだけれども、町長の政策として制度化した場合は当初予算で期待とい

う意味で何戸か予算化する、それはあり得ると思うのです。ただ、補正で今やろうとする

ような情報だけで補正化するのが予算編成上適切なのかどうか、その辺のことについてお

答えいただければと思います。 

〇議長（村山義明君） 中原産業建設課長。 

〇産業建設課長（中原直樹君） １点目の資料につきましては、今後そのように心がけた

いというふうに思います。 

 ＬＥＤ化につきましては、当初予算で１，３６０万円ほど歳出予算を組んでおりまして、

それについてはまだ補助金が確定しておりませんでしたので、一般財源という形にしてお

りました。 

 それと、民間賃貸住宅の予算化の関係でございますけれども、確かに詳細についてはま

だ認定申請書も出してこれない状態でございますけれども、建設を予定されている方から、

この制度の内容等についても打ち合わせをさせていただいておりますし、８月に入ってか

ら建設予定地も決まったから、１棟４戸のアパート建設を進めたいという意思表示がござ

いましたので、それに基づいて確認申請が通れば認定申請を出すということでございます

ので、今回限度額の４戸で１，２００万円の補助金を計上させていただいたということで

ございます。 

〇議長（村山義明君） 東海林さん。 

〇４番（東海林繁幸君） 予算編成上のことを聞いたのです。 

 それと、先ほどの工事費と収入財源の金額の違いは、前の予算で満度にのっかっている

のだったか、その辺ちょっと確認したかったことと、それと今の予算編成のあり方はあり

得るということはわかるのだけれども、予算の編成として、私は場合によっては正式にそ

れらが動き出して臨時議会で決めるのが当然だなと、こういうふうに思うのですが、財政

通の町長、いかがお思いですか。 

〇議長（村山義明君） 野邑町長。 

〇町長（野邑智雄君） まず、１点目でありますけれども、ＬＥＤ化のことにつきまして

は、当初は補助金を予定しないで一般財源で平成２５年から５年間かけて全町の防犯灯、

交通安全灯をＬＥＤ化しようと、こういうことで総合計画をつくったわけでありますけれ

ども、途中から国の社会資本整備に該当するのでないかと、はっきりはわかりませんでし

たけれども、上げて、だめならだめで一般財源で予算計上しているからいいだろうと、そ

して当たればもうけものだと、そういうことで申請したら、結果的に当たったと、こうい

うことで、当たったことによって一般財源が減るということで、それであれば２年ぐらい

の分を一遍にやったらどうだと、こういう形をとらせていただいたと、それで足りない分
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を今回補正したと。ただ、さっき説明しましたけれども、２６年度分もこういうような形

でいけるかどうかというのはまだ確定していないので、そうなるとあと３年分残っている

と、そういうことをご承知おきをいただいて、ご理解をいただければと思います。 

 また、住宅建設の補助金の関係でありますけれども、町がこういう制度を設けましたと

いうことで住民等に周知をいたしました。広報だと思いましたけれども、それに基づいて

稚内の業者の人が、建設をすると当たるのかと、こういう問い合わせがあったという話を

聞いています。そういうことからして、先ほど中原課長が言ったように、ぜひことしやり

たいと、そういうようなことで、これは捉え方の問題だと思うのです。町として、申請が

上がってきたときに予算がなくて、いいですよと言えないと。それと、もう一つは、予算

を計上しておいて、もしか申請が上がってきてもその事業が不適切な事業が出てくる可能

性もあると。そういう意味では、先に議会の承諾を得て予算計上して、そうして審査をし

たほうが、これはやっていただく人にも親切であると。今お話ししたとおり、補正という

か、臨時議会をやってやればいいのだと、そういう理論もないわけではない。ただ、担当

としては、事前にやるという話を確認をしていますから、最大限の額で予算を計上してお

いて、そうして申請が上がってきた段階で審査をして、でき上がった後にどのぐらいの補

助金を出すという決定をするほうが担当としては楽だと。たまたま９月の定例会があるか

ら、道を通じて国のほうの補助金についても枠がまだ残っているということで今回計上さ

せていただいたと、こういうことであります。当初予算に予定をする事業と補助金を組ん

でおくのが一番ベターかもしれませんけれども、ことし初めての事業でありますからこう

いう形になったということでご理解をいただければなと、このように思います。 

〇議長（村山義明君） 東海林さん。 

〇４番（東海林繁幸君） 町長の理論はわかりました。ただ、心配だったのは、例えば当

初予算に上げておいて、今やっている建築工事も議会側が黙っていたら、金を払ってから

決算でわかる。黙っていたら、ここでなかったらわからないのです。それはそれで当初予

算はやむを得ない部分はある。だけれども、補正することについては基本的に、そういう

実現可能性を秘めたものであるならばなおさら、建築確認申請が出た時点で図面等もつけ

て、臨時議会を開いて、こういうものをつくるのだけれども、いいかという確認をとって

からやるべきでないか。それでなかったら、今のうちに予算つけてしまったら、金を払う

まで議会チェックだとか議員がチェックすることはできませんよね。この辺が町側との信

頼関係で、そういうことについては一般質問でも私言いましたけれども、逐一そういった

状況の情報を伝達しますよという、そういうことがなければ、一々今度できる民間アパー

トの図面を見せてくれとかなんとか言わなければならないというのが我々にとっても苦痛

ですから、その辺の情報交換を綿密にするという信頼関係ができれば、こういったことは

余り気をつけなくてもいいと、私はそう思っているのです。ですから、そういうような方

向でやっていただいたほうがよろしいのかなと。臨時議会でやるべきことだと思いつつも、

そういう信頼関係の上に立った事業推進を進めていただければと思うのですが、これはお
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願いになりますが。 

〇議長（村山義明君） 柳澤さん。 

〇７番（柳澤雅宏君） 私も、これは東海林さんと同じです。申請書があってからのほう

がいいのでないかというふうに私は思うのです。それで、今説明を受けたのですが、稚内

のある業者さん、我々が今得た情報というのはそれしかないのです。だから、予算化する

以上、話がある以上、業者名ぐらい言ってくれないと、我々が町民に聞かれて、誰かまた

アパート建てるのだって、うん、建てる、それで予算出したのだと、誰建てるのよ、いや、

稚内の業者らしい、それはないと思うのだ。話が口約束であれ何であれ、本当は文書とし

て何がしかの申請書か何かがきちっとあるべきだと。それがないのなら、いついつ稚内の

どういう方とどういう話をして予算化しましたというぐらいの話がないと、ある業者では

説明にならないと思うのだ。それで議会と町側が信頼関係を持ってといったって、それは

やっぱり無理でしょう。だから、少なくとも今持っている情報ぐらいは提供して、そして

予算計上してもらわないと、我々は雲をつかむような説明を受けて、この予算を認めると

いうことだ。それは、説明する側として、計上する側としては適切ではないと思うのだ。

だから、話があるのなら、せめてこういう方とこういう話をしていますという説明は私は

今ここでするべきだと思うのですけれども、いかがでしょうか。 

〇議長（村山義明君） 中原産業建設課長。 

〇産業建設課長（中原直樹君） 先ほども簡潔にはご説明をいたしましたけれども、若干

具体的に経過を説明させていただきたい。 

 先ほども言いましたけれども、建設を予定されている方から、春から助成制度の内容に

ついての照会があって、制度の内容について説明をしております。６月の中旬になりまし

て建設予定者の方が来庁されまして、土地が決まればアパートを建設したい旨のお話がご

ざいました。内容については、１棟４戸ということでございました。このときには、あわ

せて町に対して売れる町有地があれば提供してほしいというご相談もございましたので、

後日あかね団地の解体跡地だとか農協スタンド前の町有地を売り払いできる土地としてお

伝えをしております。８月上旬になって、建設予定者から、民地を購入することで話を進

めており、既にアパートの設計は進めているというがございました。８月下旬、２０日で

ございますけれども、建設予定者から、民地の売買契約を行って建設場所が決まったので、

民間アパート１棟４戸の建設を進めるという意思表示が町にございました。それで、場所

については、資料もおつけしましたけれども、中頓別派出所横の敷地でございます。現在

は、９月１２日に建築確認申請書の受け付けをしておりまして、宗谷総合振興局で現在建

築確認申請の審査中でございます。これらのことを受けて、今回予算を計上させていただ

いたということでございます。稚内の業者さんについては、稚内の有限会社稚山建設さん

であります。 

〇議長（村山義明君） 本多さん。 

〇３番（本多夕紀江君） ２点ほど伺いたいのですけれども、１つは９ページ、税務総務
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費ですが、もしかしたら説明を聞き逃したのかもしれませんけれども、過誤納還付金、ど

ういう過誤納の内容だったのか伺いたいということと、もう一つは、１３ページの住宅管

理費ですが、町営住宅排気筒の位置変更ですけれども、どこどこの町営住宅かお聞きした

いと思います。 

〇議長（村山義明君） 和田総務課長。 

〇総務課長（和田行雄君） 過誤納還付金につきましては、納税者の秘密にかかわる部分

もありますので、詳しくは申し上げることはできませんけれども、予定納付をされていた

ものが恐らく業績が予定納付の税額まで達さなかったということで、２業者ございますけ

れども、その差額分をお戻しするという内容でございます。 

〇議長（村山義明君） 中原産業建設課長。 

〇産業建設課長（中原直樹君） ＦＦストーブの給排気筒の高さの位置の変更については、

事前配付しました予算説明資料に西団地とあかね拡充団地、合計２１戸というふうに記載

をしていることと、７ページに図面をつけておりまして、西団地については平家の高齢者

向け２棟と平成８年度に建設された高齢者向け住宅２戸の１４戸、あかね拡充団地につい

ては平成１２年に建設をした住宅６戸と平成１３年に建設した高齢者向け住宅１戸の７戸

でございます。 

〇議長（村山義明君） ほかにありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（村山義明君） 質疑なしと認め、質疑を終結し、これより討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（村山義明君） 討論なしと認め、討論を終結し、これより議案第４７号を採決し

ます。 

 お諮りします。本件は原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（村山義明君） ご異議なしと認めます。 

 よって、議案第４７号 平成２５年度中頓別町一般会計補正予算は原案のとおり可決さ

れました。 

 ここで議場の時計で３時１５分まで休憩いたします。 

 

休憩 午後 ３時０３分 

再開 午後 ３時１５分 

 

〇議長（村山義明君） 休憩前に戻り会議を開きます。 

 

    ◎議案第４８号 

〇議長（村山義明君） 日程第１２、議案第４８号 平成２５年度中頓別町国民健康保険
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事業特別会計補正予算を議題とします。 

 提出者より提案理由の説明を求めます。 

 町長。 

〇町長（野邑智雄君） 議案第４８号 平成２５年度中頓別町国民健康保険事業特別会計

補正予算につきましては、保健福祉課の吉田参事に内容の説明をいたさせます。 

〇議長（村山義明君） 吉田保健福祉課参事。 

〇保健福祉課参事（吉田智一君） それでは、説明いたします。 

 議案第４８号 平成２５年度中頓別町国民健康保険事業特別会計補正予算についてご説

明いたします。 

 １ページをお開きください。平成２５年度中頓別町国民健康保険事業特別会計補正予算。 

 平成２５年度中頓別町国民健康保険事業特別会計補正予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

 第１条 既定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ１，４０１万６，０００円を増額し、歳

入歳出の予算の総額を歳入歳出それぞれ３億１，２０９万６，０００円とする。 

 ２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出

予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。 

 最初に、事項別明細書、歳出からご説明いたします。７ページをお開きください。２款

保険給付費、２項高額療養費、２目退職被保険者高額療養費では、既定額８８万４，００

０円に対しまして１００万円を増額し、１８８万４，０００円とするもので、１９節負担

金補助及び交付金におきまして、当初過去３年分の実績に基づきまして１カ月当たり約７

万３，０００円で年間約８８万円の予算計上をしておりましたが、３月診療分におきまし

て１件、一月に１２０万円程度の高額な医療費の実績があったことから、今回補正するも

のであります。その後の月におきましては、当初見込み以内の金額で推移しているところ

であります。 

 ８ページをお開きください。９款諸支出金、１項償還金及び還付加算金、３目一般被保

険者還付加算金では、既定額１万円に対しまして１，１１８万１，０００円を増額し、１，

１１９万１，０００円とするもので、２３節償還金利子及び割引料では、平成２４年度分

国民健康保険療養給付費等返還金で１，０１６万４，０００円、平成２４年度分特定健診

・特定保健指導負担金精算金で５２万円、療養給付費負担金及び財政調整交付金返還金で

４９万７，０００円となり、それぞれ返還するための追加計上でございます。 

 ４目退職被保険者還付加算金では、既定額５，０００円に対し１８３万５，０００円を

増額し、１８４万円とするもので、２３節償還金利子及び割引料において平成２４年度分

退職者医療交付金返還金１８３万５，０００円を返還するための追加補正でございます。 

 ５ページをお開きください。既定額２億９，８０８万円に対しまして１，４０１万６，

０００円を増額補正し、３億１，２０９万６，０００円とするものであります。 

 続きまして、歳入を説明いたします。６ページをお開きください。３款療養給付費交付
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金、１項療養給付費交付金、１目療養給付費交付金では、既定額７９２万円に１００万円

を増額し、８９２万円とするもので、１節現年度分の退職被保険者療養給付費交付金で１

００万円を追加するものであります。これにつきましては、歳出で説明いたしました退職

者医療高額療養費に充当するものであります。 

 ７款繰越金、１項繰越金、２目その他繰越金では、既定額５，０００円に対し１，３０

１万６，０００円を増額し、１，３０２万１，０００円とするもので、前年度繰越金とし

て１，３０１万６，０００円を追加するものであります。これにつきましては、歳出での

返還金に充当するものでございます。 

 ４ページをお開きください。既定額２億９，８０８万円に対しまして１，４０１万６，

０００円を増額補正し、３億１，２０９万６，０００円とし、歳入歳出のバランスをとっ

ているところであります。 

 簡単ではありますけれども、説明を終わらせていただきたいと思います。よろしくご審

議のほどお願いいたします。 

〇議長（村山義明君） 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（村山義明君） 質疑なしと認め、質疑を終結し、これより討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（村山義明君） 討論なしと認め、討論を終結し、これより議案第４８号を採決し

ます。 

 お諮りします。本件は原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（村山義明君） ご異議なしと認めます。 

 よって、議案第４８号 平成２５年度中頓別町国民健康保険事業特別会計補正予算は原

案のとおり可決されました。 

 

    ◎議案第４９号 

〇議長（村山義明君） 日程第１３、議案第４９号 平成２５年度中頓別町水道事業特別

会計補正予算を議題とします。 

 提出者より提案理由の説明を求めます。 

 町長。 

〇町長（野邑智雄君） 議案第４９号 平成２５年度中頓別町水道事業特別会計補正予算

につきましては、中原産業建設課長に内容の説明をいたさせます。 

〇議長（村山義明君） 中原産業建設課長。 

〇産業建設課長（中原直樹君） 議案第４９号 平成２５年度中頓別町水道事業特別会計

補正予算についてご説明をいたします。 

 １ページ。 
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 （歳入歳出予算の補正） 

 第１条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ５３７万円を追加し、歳入歳出

の予算の総額を歳入歳出それぞれ８，２４４万１，０００円とするものでございます。 

 ７ページ、歳出からご説明をいたします。１款水道費、１項総務費、１目一般管理費に

つきましては、既定額に５３７万円を追加し、４，１０６万円とするもので、１１節需用

費におきまして、修繕費で中頓別浄水場取水施設修繕で７７万円、鍾乳洞配水管漏水修理

８０万円を計上するものでございます。補正の理由につきましては、取水施設修繕につき

ましては春先の融雪水により河川が増水し、取水施設の経年劣化した布団かごの詰め石が

流され、布団かごの下に設置しておりますスクリーン内に土砂が堆積し、取水量が減少し

たため、布団かごの入れかえ及びスクリーン内土砂の除去が必要になったものでございま

す。鍾乳洞配水管漏水修理につきましては、近年頻繁に漏水しておりまして、ことしも漏

水し、漏水箇所の調査を進め、一定区間の絞り込みはできましたが、雨水や沢水等もあっ

て漏水箇所の特定ができませんでした。そのため、今後の維持管理も考慮して、漏水区間

である延長１２０メートルの配水管の入れかえを行ったものでございます。１３節委託料

において、寿地区配水管布設工事調査測量業務委託３０万円を計上するもので、補正の理

由につきましては、工事につきましては当初予算で計上しておりますが、国道敷地内に配

水管を布設するため、国道の道路占用許可が必要となり、占用申請のための調査測量が必

要となったものでございます。１５節工事請負費において上駒地区配水管移設工事で３５

０万円を計上するもので、補正の理由につきましては、既設の配水管については民地に布

設されておりまして、当該地の土地所有者が埋設している配水管の上に牛舎を新築するこ

ととなりました。既設の配水管は昭和５５年度に敷設されたもので、経年劣化や積雪荷重

等によって破損した場合、秋田地区まで影響することになるため、配水管を移設する必要

が生じたものでございます。内容につきましては、配水用ポリエチレン管１５０ミリ、延

長１５０メーターを布設するものでございます。 

 ５ページ、歳出合計、既定額に５３７万円を追加し、８，２４４万１，０００円とする

ものでございます。 

 続きまして、６ページ、歳入についてご説明をいたします。３款繰入金、２項基金繰入

金、１目財政調整基金繰入金において５３７万円を新規に計上するものでございます。内

容は、１節財政調整基金繰入金５３７万円でございます。 

 ４ページ、歳入合計、既定額に５３７万円を追加し、８，２４４万１，０００円とする

ものでございます。 

 以上で説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどをお願いいたします。 

〇議長（村山義明君） 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

 柳澤さん。 

〇７番（柳澤雅宏君） ７ページの工事請負費で上駒地区のある農家なのだろうと思うの

だけれども、配水管の上に牛舎を増築することになったということなのだけれども、これ
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で土地の所有者との話というのは行われたのかどうか、この件について協議なりなんなり

が行われたのかどうかお聞きします。 

〇議長（村山義明君） 中原産業建設課長。 

〇産業建設課長（中原直樹君） 本年５月に土地の所有者から、既存の牛舎を増築する計

画があるという話がございました。計画している増築する牛舎の下には水道管があるとい

う話もしておりました。牛舎を水道管の上に建てた場合に、もし万が一断水、漏水等があ

った場合については秋田地区まで影響することがあるので、その辺を町も配水管が建物の

下に入って将来的に大丈夫なのかどうなのかも含めて調査しますけれども、まず建物の下

に配水管をそのままにしておくということにはならないので、今後も協議をお願いしたい

という話はしておりましたけれども、いつ土地の所有者の方が牛舎を増築するということ

まではその段階で話がなかったのですけれども、その後牛舎を増築をされたという経過で

ございます。 

〇議長（村山義明君） 柳澤さん。 

〇７番（柳澤雅宏君） それのいきさつはわかるのだけれども、こういう場合に町が丸々

負担すべきものなのか、牛舎を建てるときに水道管の上に建てるようになってしまったの

だと思うのだ。それはその施設の位置関係等もあるから、だからそのときに当然建物の中

に配水管があって、もし後々何かあったときには直すも何もならなくなるから、移すのは

いいのだけれども、その時点でこういう場合において丸々町が持つべきなのか、あるいは

土地の所有者の都合でこうなるわけだから、何がしかの負担を所有者に求めるべきなのか、

そこら辺が私もこの場で判断しかねるのだ。だから、こういう場合にある程度の条例なり

規則なりないのかどうか、そこら辺の話し合いがあったのかということを私聞きたいの。

ここに管があって、その上に牛舎を建てるのだという話をしたとかというのではなくて、

その負担についての協議なり、規則に基づいての話し合いなりというのが、規則があれば

そういう話し合いをしたのかということをお聞きしたかったので、その点について再度お

聞きします。 

〇議長（村山義明君） 中原産業建設課長。 

〇産業建設課長（中原直樹君） 当該地の配水管については、昭和５５年に布設されたも

のでございます。近年に民地に布設させてもらっている土地については土地の使用貸借契

約というのを結んでおりまして、その中には、町の同意がなければ、その上に建物だとか

工作物だとかを建ててはならないというような項目もございますし、あと土地の所有者が

何らかの原因でその配水管を損傷等させた場合には損害賠償という条項もあります。ただ、

もう３０年以上前でありますが、土地の使用貸借契約が存在していなくて、多分民地に配

水管を入れるという了解は当然とっているとは思うのですけれども、書面での決めという

のがなかったということでございます。そういうことでございます。 

〇議長（村山義明君） 柳澤さん。 

〇７番（柳澤雅宏君） それでは、砕いて聞きますけれども、本来交わしているべきもの
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がなかったので、町の責任において、いわゆる移設でしょう、そういうことでしょう。契

約すべきものがなかったので、町の責任において移設したというふうに解釈してよろしい

ですか。 

〇議長（村山義明君） 中原産業建設課長。 

〇産業建設課長（中原直樹君） そういうことであります。ただ、使用貸借契約を結んで

いたとしても、双方が協議をして町が同意をすれば、町が移設をするということもあり得

るということであります。 

〇議長（村山義明君） 本多さん。 

〇３番（本多夕紀江君） 寿地区配水管布設事業ですけれども、水管橋凍結対策というこ

とですけれども、測量をしまして、工事が終わるのはいつごろをめどにしていらっしゃい

ますか。凍結対策なので、余り遅い時期になると、工事をしている最中に凍結するような

ことになったら水が使えないということで大変だと思うのですけれども。 

〇議長（村山義明君） 中原産業建設課長。 

〇産業建設課長（中原直樹君） 当然本格的な降雪前、１１月初めぐらいには完了するよ

うに進めてまいります。 

〇議長（村山義明君） 東海林さん。 

〇４番（東海林繁幸君） 先ほどの柳澤議員の質問に対する答弁はそれでいいのですけれ

ども、それでは新しい水道管を移設して、今度どういう契約にしますか。この上に物を建

てたら、あなたの責任でやらなければだめだという話になるのか。だとすれば、それは従

来だってそういうことでやってきたことも踏襲されなければならないと思う。いいかげん

なことをやったってだめだと思うのだ。だから、きちっとその辺今後のことも考えて、ど

ういう契約の内容になるのか。だとすると、今移設する前の管についての負担割合も全く

町の負担にするということにはならなくなってしまうと思う。だから、その辺よく検討さ

れてやろうするのか、今後の契約はどうなりますか。 

〇議長（村山義明君） 中原産業建設課長。 

〇産業建設課長（中原直樹君） 今回移設で布設する配水管については、当然土地所有者

と使用貸借契約を締結しようということで考えておりまして、その内容については、先ほ

ど言いましたけれども、町の同意を得ないで配水管の上に建物だとか堅固な工作物を構築

してはならないというような条項をつけた貸借契約になろうかというふうに思います。 

〇議長（村山義明君） 東海林さん。 

〇４番（東海林繁幸君） 言っている意味は、そういうことをしてはだめよではなくて、

そういうことを利用者のほうでするとしたら、また移転しなければならないわけですよね。

そのときの負担をどうするのかということを新たな契約に入れるのかどうかということ。 

〇議長（村山義明君） 中原産業建設課長。 

〇産業建設課長（中原直樹君） 先ほど言いましたように、まずあるのは町の同意を得な

いで配水管の上に建物等を構築してはならないという条項がまずありますので、町が同意
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をしない限りはそれは認められないという話になります。それで、その上でもしどうして

も移設が必要な場合については、土地所有者の負担についても十分考慮した契約内容で検

討させていただきたいというふうに思います。 

〇議長（村山義明君） 東海林さん。 

〇４番（東海林繁幸君） 聞いているのはそういう意味ではなくて、町が同意してしまっ

たら町がみんな負担するのか、町が同意しても、それはあなたの営農のためにやることな

のだからというようなことで利用者負担に全部なるのか、または半分ずつにするのか、そ

ういったことが今回の契約になければならないでしょう。だから、その辺をどう考えてい

るのかということを聞きたい。 

〇議長（村山義明君） 町長。 

〇町長（野邑智雄君） 契約条項でありますから、それぞれの負担の関係もあろうかなと

思います。ただ、この賃貸契約については、使用料無料でやりますので、恐らく無料であ

れば１００％負担をしてもらうということは無理だろうと思います。そういう意味では、

所有者の都合によってどうしても配水管なりそういうものの移転をしないとならないとい

うことになれば、少なくとも２割だとか３割だとか、多ければ５割だとか、そういう負担

をしてもらうということを１つ頭に置いて、契約条項というか、契約の案をつくらないと

ならないだろうと、こう思いますので、少なくとも今言ったようなことでの移設が出てく

るようなことについては若干の負担をしてもらうと、そういうような条項にすると、そう

いうことでご理解をいただければと思います。 

〇議長（村山義明君） ほかにありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（村山義明君） ないようですので、質疑なしと認め、質疑を終結し、これより討

論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（村山義明君） 討論なしと認め、討論を終結し、これより議案第４９号を採決し

ます。 

 お諮りします。本件は原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（村山義明君） ご異議なしと認めます。 

 よって、議案第４９号 平成２５年度中頓別町水道事業特別会計補正予算は原案のとお

り可決されました。 

 

    ◎議案第５０号 

〇議長（村山義明君） 日程第１４、議案第５０号 平成２５年度中頓別町介護保険事業

特別会計補正予算を議題とします。 

 提出者より提案理由の説明を求めます。 
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 町長。 

〇町長（野邑智雄君） 議案第５０号 平成２５年度中頓別町介護保険事業特別会計補正

予算につきましては、小林保健福祉課長に内容の説明をいたさせます。 

〇議長（村山義明君） 小林保健福祉課長。 

〇保健福祉課長（小林生吉君） 議案第５０号 平成２５年度中頓別町介護保険事業特別

会計補正予算についてご説明を申し上げます。 

 １ページをお開きください。平成２５年度中頓別町介護保険事業特別会計補正予算は、

次に定めるところによる。 

 第１条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ４９１万３，０００円を増額し、

歳入歳出の予算の総額を歳入歳出それぞれ２億７１９万１，０００円とする。 

 ８ページをお開きいただきたいと思います。事項別明細書でご説明を申し上げたいと思

います。歳出、２款保険給付費、１項介護サービス等諸費、２目地域密着型介護サービス

給付費でありますけれども、既定額３６０万に対し３１２万を補正し、６７２万円とする

内容でありますけれども、これにつきましては地域密着型介護サービス、認知症のグルー

プホームの利用者がことしに入ってから１名ふえたということに対応して、１名分の費用

を計上させていただいたものであります。 

 ４款諸支出金、１項償還金及び還付加算金、１目第１号被保険者還付加算金につきまし

て、既定額２０万円に対して３３万４，０００円を補正し、５３万４，０００円とするも

のであります。若干ご説明を申し上げたいと思いますけれども、この還付でありますけれ

ども、障害者自立支援法、平成１９年度から施行されておりますけれども、この中で障害

者の施設に入所されている方につきましては介護保険の適用除外になるということになっ

ております。これは、旧体系から障害者自立支援法に基づく新体系に移行した時点からと

いうことになりまして、先ほど申し上げましたように平成１９年に法律のほうが改正され

ておりますけれども、本町の天北厚生園につきましてはご承知のとおり平成２４年の２月

から新体系に移行されています。この間ちょっと時間が経過したこともあって、この適用

除外に関する事務が行われなかったということであります。これにつきましては、入所者

のほうから、利用者の方から適用除外の申請をいただいて手続をするという流れになって

いるのですけれども、施設側においても町側の担当者においても気づくことができなく、

平成２５年度に入ってからの事務処理ということになりました。それで、平成２３年度分

の２カ月、それから平成２４年度分の１２カ月分について１２名の方について介護保険料

を還付しなければならないというようなことになったものでありまして、大変申しわけな

いところでありますけれども、今回補正をさせていただいたものであります。 

 ２目償還金につきましては、新たに１４５万９，０００円を増額するものでありまして、

これにつきましては介護給付費負担金、国庫分１２０万５，０００円以下、そこに掲げて

あります３項目についての合計１４５万９，０００円を返還するための予算の計上であり

ます。 
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 ５ページをお開きいただきたいと思います。歳出につきましては、既定額２億２２７万

８，０００円に４９１万３，０００円を増額し、２億７１９万１，０００円とするもので

あります。 

 続きまして、歳入についてご説明を申し上げたいと思います。歳入、６ページをお開き

ください。２款支払基金交付金、１項支払基金交付金、１目介護給付費交付金であります

けれども、既定額５，７６４万３，０００円に対して９３万６，０００円を増額し、５，

８５７万９，０００円にするものであります。これは、先ほど歳出のほうで地域密着型介

護サービス給付費について支払基金分３０％に当たる９３万６，０００円を追加するもの

であります。 

 次に、３款国庫支出金、１項国庫負担金、１目介護給付費負担金についても同様であり

まして、国庫負担分２０％、６２万４，０００円を追加するものであります。 

 ３款国庫支出金、２項国庫補助金、１目調整交付金につきましても、同様に地域密着型

サービスに係る８．５９％分に当たる２６万８，０００円の追加をするものであります。 

 ４款道支出金、１項道負担金、１目介護給付費負担金につきましても、同様に道費負担

分１２．５％、３９万円を追加するものであります。 

 ６款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金も同様でありまして、負担割合１

２．５％に当たる３９万円を追加するものであります。 

 ７款繰越金、１項繰越金、１目繰越金につきましては、既定額１，０００円に対して２

３０万５，０００円を追加し、２３０万６，０００円とするものであります。 

 ４ページをお開きいただきたいと思います。歳入につきまして、既定額２億２２７万８，

０００円に対して４９１万３，０００円を補正し、２億７１９万１，０００円とし、歳入

歳出のバランスをとったところであります。 

 以上、説明を終わらせていただきたいと思います。よろしくご審議のほどお願いいたし

ます。 

〇議長（村山義明君） 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（村山義明君） 質疑なしと認め、質疑を終結し、これより討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（村山義明君） 討論なしと認め、討論を終結し、これより議案第５０号を採決し

ます。 

 お諮りします。本件は原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（村山義明君） ご異議なしと認めます。 

 よって、議案第５０号 平成２５年度中頓別町介護保険事業特別会計補正予算は原案の

とおり可決されました。 
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    ◎認定第１号～認定第８号 

〇議長（村山義明君） 日程第１５、認定第１号 平成２４年度中頓別町一般会計歳入歳

出決算認定の件、日程第１６、認定第２号 平成２４年度中頓別町自動車学校事業特別会

計歳入歳出決算認定の件、日程第１７、認定第３号 平成２４年度中頓別町国民健康保険

事業特別会計歳入歳出決算認定の件、日程第１８、認定第４号 平成２４年度中頓別町国

民健康保険病院事業会計歳入歳出決算認定の件、日程第１９、認定第５号 平成２４年度

中頓別町水道事業特別会計歳入歳出決算認定の件、日程第２０、認定第６号 平成２４年

度中頓別町下水道事業特別会計歳入歳出決算認定の件、日程第２１、認定第７号 平成２

４年度中頓別町介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定の件、日程第２２、認定第８号 

平成２４年度中頓別町後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算認定の件を一括議題とし

ます。 

 本件について簡略に提案理由の説明を求めます。 

 町長。 

〇町長（野邑智雄君） 平成２４年度各会計歳入歳出決算認定の提案説明をさせていただ

きます。 

 認定第１号 平成２４年度中頓別町一般会計歳入歳出決算認定についてから認定第８号 

平成２４年度中頓別町後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算認定についてまで、地方

自治法第２３３条第３項の規定により、監査委員の意見をつけて、議会の認定に付する。 

 平成２５年９月２５日提出、中頓別町長、野邑智雄。 

 認定第１号から認定第８号に対する総括説明を私からさせていただきたいと思います。

最初に、予算額についてでありますけれども、一般会計を含めた８会計の総額は５０億２，

５８１万９，０００円であり、そのうち一般会計が３８億１，８８９万８，０００円で、

全体の７６％を占めております。 

 次に、収入済額についてでありますけれども、総額で５０億３，１１５万１，０００円

となり、予算総額と比較をすると５３３万２，０００円の増収となりました。各会計の予

算額と収入済額の比較は、決算総括表にてご理解をいただきたいと思います。収入済額の

主な内容について申し上げますと、地方交付税は普通交付税が２３億８，５２０万３，０

００円、特別交付税が２億４６２万８，０００円、合計で地方交付税は２５億８，９８３

万１，０００円となり、前年度と比較をすると２億８，５８６万４，０００円の増収とな

りました。基金繰入金では、長寿園施設改修拡張事業基金より１，５４８万８，０００円、

町民生活に光を注ぐ事業推進基金より５００万２，０００円の取り崩しで総額で２，０４

９万円となり、前年度と比較をすると２，１０５万３，０００円の減少となりました。町

債の借り入れは、一般会計と病院会計の２会計で２億８，８３０万１，０００円の借り入

れで、前年度と比較をすると１，９７５万９，０００円の増加となりました。諸収入では、

総額で５，４５２万２，０００円となり、前年度と比較をすると１億７，１６２万７，０

００円の減少となりました。この主な減少の要因は、畜産担い手育成総合整備事業の参加
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者負担金１億７，７８７万４，０００円が不用となったことによるものであります。 

 次に、８会計の支出総額についてでありますが、総額で４８億９，６９３万８，０００

円となり、予算総額に対し１億２，８８８万１，０００円の不用額が発生し、執行率は９

７．４％の割合となりました。各会計の予算額と支出済額の比較は、決算総括表にてご理

解をいただきたいと思います。次に、支出済額の主な内容について申し上げますと、積立

金では平成２４年度分６億９，２１９万９，０００円の積み立てができ、取り崩し額が２，

０４９万円であり、平成２４年度末の現在高は２８億５万８，０００円となりました。こ

のほかに、北海道市町村備荒資金組合積立金が１億１１０万９，０００円増の１億３８１

万７，０００円となり、この備荒資金と積立金の総額では２９億３８７万５，０００円の

積立金となったところでございます。公債費は、一般会計、水道会計、下水道会計、病院

会計の４会計で８億９，４２５万９，０００円の償還を行い、平成２４年度末現在高は５

８億１，６５６万９，０００円となり、前年度と比較をいたしますと６億５９５万７，０

００円の減少となりました。特別会計の繰出金は、収支不足やルール分による繰り出しで

７会計で４億５９８万６，０００円となり、前年度と比較をすると８，６８０万７，００

０円の減額となりました。主な減額の要因は、下水道会計への公債費繰上償還に対する繰

り出しを実施いたしましたことによって前年度より減ったものでございます。 

 以上で平成２４年度の各会計決算状況の総括説明とさせていただきたいと思います。 

 参考までに、平成２４年度決算では、経常収支比率が６２．４％、実質公債費比率が３

カ年平均で１５．８％となりましたが、今後も公債費負担適正化計画に沿って適正な財政

運営に努めてまいりたいと思います。 

 以上、簡単でありますけれども、総括説明とさせていただきます。 

〇議長（村山義明君） 説明が終わりましたので、これより一括して質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（村山義明君） ないようですので、質疑なしと認め、質疑を終結します。 

 

    ◎特別委員会設置の議決 

〇議長（村山義明君） お諮りします。 

 ただいま議題となりました認定第１号から認定第８号は、全議員で構成する決算審査特

別委員会を設置し、これに付託の上、審査することにしたいと思います。なお、当該委員

会には地方自治法第９８条第１項の規定による検閲、検査権を委任、付与したいと思いま

す。これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（村山義明君） ご異議なしと認めます。 

 よって、認定第１号から認定第８号については、全議員で構成する決算審査特別委員会

を設置し、これに付託の上、審査することとし、当該委員会には地方自治法第９８条第１

項の規定による検閲、検査権を委任、付与することに決定いたしました。 



 - 68 - 

 お諮りします。ただいま決算審査特別委員会に付託することとした認定第１号から認定

第８号については、会議規則第４６条第１項の規定により、会期中に審査を終了するよう

期限をつけたいと思いますが、これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（村山義明君） ご異議なしと認めます。 

 よって、認定第１号から認定第８号の決算認定については、会期中に審査を終了するよ

う期限をつけることに決しました。 

 ここで暫時休憩いたします。 

 

休憩 午後 ３時５９分 

再開 午後 ４時０７分 

 

〇議長（村山義明君） 休憩前に戻り会議を開きます。 

 

    ◎休会の議決 

〇議長（村山義明君） お諮りします。 

 本日の会議の散会から決算審査特別委員会の審査が終了するまで休会としたいと思いま

すが、これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（村山義明君） ご異議なしと認めます。 

 よって、本日の会議の散会から決算審査特別委員会の審査が終了するまで休会とするこ

とに決しました。 

 

    ◎散会の宣告 

〇議長（村山義明君） 以上で本日の日程は全て終了しました。 

 本日はこれをもって散会いたします。 

（午後 ４時０７分） 
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 上記会議のてん末を記載し、その相違ないことを証するために 

ここに署名する。 
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